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論文［文化四年、原在明の江戸下向と享和・文化年間、原家の動向］福田道宏

文
化
四
年
、
原
在
明
の
江
戸
下
向
と
享
和
・
文
化
年
間
、

原
家
の
動
向

福
田
道
宏

は
じ
め
に

　

一
点
の
作
品
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
原
在
明
（
安
永
七
年
〈
一
七
七
八
〉
〜
天
保

十
五
年
〈
一
八
四
四
〉、
生
年
は
一
説
に
天
明
元
年
〈
一
七
八
一
〉
と
も
い
う
）
の
筆
に
な
る
六
曲
一
双

屏
風
《
三
保
松
原
図
》（
図
1
、
2
）
で
あ
る
。
所
蔵
す
る
京
都
、
一
様
院
は
黄
檗
宗
の
尼
寺

で
、
近
衛
家
に
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
。
一
方
、
筆
者
原
在
明
は
、
京
都
に
生
ま
れ
、
京
都
で

活
躍
し
た
絵
師
で
、
宮
廷
の
役
人
地
下
官
人
で
も
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
一
瞥
し
て
、
日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
ら
、
向
か
っ
て
左
隻
に
描
か
れ
た
の
が
ど
こ

の
山
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
描
か
れ

る
の
は
富
士
山
で
あ
る
。

　

日
本
に
生
ま
れ
育
っ
て
も
、
実
際
に
富
士
山
を
見
た
こ
と
の
な
い
ひ
と
は
、
少
な
か
ら
ず

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
山
の
姿
は
、
写
真
、
絵
な
ど
に
よ
っ
て
、
ひ
ろ
く
浸
透
し
て
い
る
。

こ
れ
は
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
の
作
品
が
描
か
れ
た
当
時
に
お
い
て
も
、
同
じ
で
あ
る
。
富

士
山
は
文
字
通
り
「
日
本
一
の
山
」
に
違
い
な
い
。
古
く
か
ら
霊
峰
と
し
て
信
仰
の
対
象
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
の
美
し
い
姿
は
、
ひ
と
の
心
を
と
ら
え
て
き
た
。

　

本
作
を
掲
載
す
る
『
日
本
屏
風
絵
集
成
』（1）
に
は
宮
島
新
一
に
よ
る
解
説
が
あ
り
、「
お
そ

ら
く
日
本
平
あ
た
り
か
ら
み
た
景
色
で
あ
ろ
う
が
、
絵
の
よ
う
な
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
。
打
ち
寄
せ
る
白
波
、
山
肌
の
描
写
な
ど
、
や
や
硬
め
の
筆
致
で
、
繊
細
に
描

く
。

　

六
曲
一
双
の
横
長
の
大
画
面
を
活
か
し
、
広
く
引
い
た
構
図
の
本
作
は
、
富
士
山
を
描
く

長
い
伝
統
の
中
で
も
、
美
し
く
仕
上
が
っ
た
部
類
に
入
れ
て
よ
い
。
山
並
み
や
地
形
の
細
か

い
描
写
は
、
観
念
的
な
胸
中
の
名
山
、
富
士
山
を
描
く
、
名
所
絵
的
な
も
の
、
或
い
は
、
信

仰
対
象
と
し
て
描
く
図
像
と
は
異
質
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
き
つ
め
の
勾
配
、
山
頂
を

三
つ
に
分
け
る
な
ど
多
少
の
デ
フ
ォ
ル
メ
は
、
伝
統
的
と
も
言
え
る
。
た
と
え
、
在
明
が
実

際
に
富
士
山
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
既
成
の
像
に
は
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
も

の
な
の
だ
ろ
う
。

　

両
隻
の
端
に
落
款
が
あ
り
、
向
か
っ
て
右
隻
に
は
「
内
匠
大
允
平
在
明
」
の
墨
書
款
記
が

あ
る
。
在
明
の
経
歴
は
後
述
す
る
が
、
彼
が
内
匠
大
允
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
、
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）
の
こ
と
で
あ
り
、
本
作
は
そ
れ
以
降
、
没
す
る
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
ま
で

の
制
作
と
判
明
す
る
。

　

で
は
、
京
都
の
絵
師
原
在
明
は
、
生
涯
の
あ
い
だ
、
本
作
を
描
く
よ
り
も
前
に
、
富
士
山

を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
宮
島
の
解
説
で

は
、
在
明
が
「
文
化
七
年

（
一
八
一
〇
）
三
十
歳
の
折

り
、
富
士
山
を
真
写
し
て
い

る
が
、
本
図
も
そ
の
時
の
ス

ケ
ッ
チ
が
も
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

「
真
写
」
の
語
で
あ
る
。
短

い
解
説
文
の
こ
と
、
ど
の
よ

う
な
意
味
で
用
い
て
い
る
か

は
不
明
だ
が
、「
そ
の
時
の

ス
ケ
ッ
チ
」
と
続
け
る
こ
と

か
ら
、
在
明
が
文
化
七
年
に

富
士
山
付
近
ま
で
行
っ
て
、

ス
ケ
ッ
チ
し
た
こ
と
、
或
い

は
、
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と

に
作
品
を
描
い
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
宮
島
の
言
う
、
文
化
七

年
の
年
記
を
有
す
る
富
士
山

の
「
真
写
」
は
未
見
だ
が
、

本
稿
で
は
、
確
か
に
在
明

が
、
実
際
に
富
士
山
を
見
て
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い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
紹
介
し
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
原
家
に
伝
来
し
、
現
在
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
が
所
蔵
す
る
文
献
史
料

「
原
家
文
書
」
の
う
ち
『
大
宝
得
』（2）
を
も
と
に
、
在
明
が
、
た
と
え
宮
島
の
言
う
よ
う
に
、

文
化
七
年
に
も
富
士
山
を
「
真
写
」
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
の
文
化
四
年

（
一
八
〇
七
）
に
江
戸
へ
滞
在
し
て
お
り
、
そ
の
土
産
と
し
て
多
数
の
「
富
士
」
の
図
を
描
い

て
い
た
事
実
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
享
和
・
文
化
年
間
の
原
家
の
動
向

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
地
下
官
人
と
し
て
宮
廷
に
出
仕
す
る
一
方
、
宮
廷
・
公
卿
社
会
と

の
つ
な
が
り
を
も
と
に
、
そ
の
画
系
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
後
年
の
原
家
に
と
っ

て
、
こ
の
時
期
の
営
み
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
の
み
な
ら
ず
、
近
世
中
期
以
降
に
既
得
権

益
を
持
た
ず
に
画
壇
に
現
わ
れ
た
、
京
都
の
新
興
の
絵
師
の
家
の
あ
り
方
と
し
て
も
興
味
深

い
。
ま
ず
は
、
原
在
明
を
中
心
に
原
家
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
う
え
で
『
大
宝
得
』
の
紹

介
を
兼
ね
て
、
そ
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

一
、
原
在
明
の
生
涯

　

原
在
明
は
、
京
都
の
絵
師
原
在
中
（
寛
延
三
年
〈
一
七
五
〇
〉
〜
天
保
八
年
〈
一
八
三
七
〉）
の
二

男
。
彼
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
原
在
正
と
二
人
の
原
在
敬
を
め
ぐ
っ
て
」（3）
の
な
か
で
、
兄
在

正
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
触
れ
た
の
で
、
多
少
重
複
は
す
る
が
、
そ
の
生
涯
を
概
観
し
て
お

く
。

　

在
明
の
父
在
中
は
、
絵
師
の
家
と
し
て
の
原
家
の
祖
で
、
天
明
の
大
火
後
の
寛
政
度
禁
裏

御
所
造
営
に
、
書
類
審
査
で
あ
る
「
身
元
糺
」、
実
技
審
査
で
あ
る
「
席
画
」
の
狭
き
門
を

く
ぐ
り
抜
け
て
採
用
さ
れ
た
（4）
。
以
後
、
原
家
は
宮
廷
と
の
つ
な
が
り
を
徐
々
に
深
め
て
ゆ

く
。
在
中
に
は
在
正
・
在
明
・
在
善
・
在
親
の
四
人
の
男
子
が
あ
り
、
う
ち
ふ
た
り
ま
で
が

養
子
と
な
っ
て
地
下
官
人
の
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
り
は
在
明
で
、
も
う
ひ
と
り
は

在
親
（
寛
政
七
年
〈
一
七
九
五
〉
〜
一
八
八
三
年
〈
明
治
十
六
〉（5）
）
で
あ
る
。

　

在
親
は
公
卿
花
山
院
家
の
諸
大
夫
梅
戸
家
を
継
ぎ
、
宮
廷
で
の
公
的
な
名
を
梅
戸
美
延
と

い
っ
た
（6）
。
長
命
だ
っ
た
た
め
に
作
品
も
多
く
遺
り
、
子
孫
も
画
業
を
継
い
だ
た
め
、
ま

た
、
地
下
官
人
だ
っ
た
た
め
、
判
明
す
る
事
績
も
多
い
。

　

も
う
ひ
と
り
の
弟
在
善
と
、
在
親
に
つ
い
て
は
長
幼
の
順
は
定
説
を
見
て
い
な
い
（7）
。
そ

の
理
由
は
ひ
と
つ
に
、
兄
弟
が
列
挙
さ
れ
る
際
に
在
善
が
在
親
よ
り
も
後
に
記
さ
れ
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『
平
安
人
物
志
』
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
版
・
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）
版
・
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
版
は
、
在
明
・
在
親
・
在
善
の
順
に
記
す
（8）
。

し
か
し
、
京
都
府
立
総
合
資

料
館
蔵
「
原
家
文
書
」
の
う

ち
『
御
推
任
雑
記
』（9）
天
保
七

年
（
一
八
三
六
）
条
に
、
四
月

十
七
日
付
の
死
去
届
提
出
の

記
事
が
あ
り
、
碓
井
小
三
郎

「
京
都
坊
目
誌
」
第
二
十
五

学
区
之
部
（10）
が
、
原
家
の
菩

提
寺
天
性
寺
に
つ
い
て
記
す

な
か
で
、「
在
善
の
墓
あ
り
。

字
は
子
至
在
中
の
子
也
。
天

保
七
年
四
月
十
六
日
歿
す
。

年
四
十
六
」
と
あ
る
。
こ
れ

を
信
ず
る
な
ら
、
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）
の
生
ま
れ
と
な

り
、
彼
が
三
男
で
在
親
が
四

男
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生

前
か
ら
弟
在
親
の
後
塵
を
拝

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
画

技
の
優
劣
か
、
或
い
は
短
命

だ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、

健
康
に
勝
れ
な
か
っ
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
在
善
に
つ
い
て
、
明

ら
か
に
し
う
る
事
績
は
少
な

く
、
作
品
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
（11）
。

　

最
後
に
、
在
明
の
兄
で
、
在
中
長
男
の
在
正
は
、
早
熟
で
画
技
に
優
れ
、
父
在
中
の
期
待

を
一
身
に
集
め
、
周
囲
か
ら
も
嘱
望
さ
れ
て
い
た
が
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
勘
当
さ
れ

た
の
ち
、
三
十
三
歳
で
早
世
し
た
。
そ
の
た
め
、
父
の
跡
を
継
い
だ
の
は
、
在
明
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
題
の
在
明
だ
が
、
前
稿
で
詳
述
し
た
通
り
、
生
年
に
二
説
あ
る
。
安
永
七
年

（
一
七
七
八
）、
若
し
く
は
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
と
さ
れ
、
兄
在
正
が
享
年
三
十
三
と
い
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う
こ
と
と
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
没
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
を
採
る
と
同
年
生
ま

れ
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
比
較
的
近
年
の
言
及
で
は
後
者
を
採
る
も
の
が
多
い
（12）
。
し
か

し
、
こ
の
時
代
、
必
ず
し
も
在
正
と
在
明
を
同
母
兄
弟
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
積
極
的
に

後
者
を
採
る
べ
き
典
拠
も
見
当
た
ら
な
い
。
没
年
は
、
ほ
ぼ
異
同
無
く
天
保
十
五
年

（
一
八
四
四
）
六
月
十
五
日
と
し
、
前
者
を
採
れ
ば
享
年
六
十
七
歳
、
後
者
な
ら
ば
六
十
四
歳

に
な
る
。
し
か
し
、
公
的
な
記
録
、
た
と
え
ば
『
地
下
家
伝
』
な
ど
は
前
者
を
採
る
た
め
、

本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

　

は
じ
め
、
在
明
が
誕
生
し
た
と
き
に
は
兄
在
正
が
お
り
、
父
在
中
も
在
正
に
家
を
継
が
せ

る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
在
明
は
地
下
官
人
の
縫
殿
寮
史
生
伊
勢
家
に
養
子
に
出

る
。
以
後
、
宮
廷
に
お
け
る
略
歴
は
『
地
下
家
伝
』
で
た
ど
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
、
巻

三
の
「
縫
殿
寮
史
生
、
原
」
を
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　

称
号
改
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
在
明
平
高
幸
男
養
子

実
弟
元
近
義

　
　

安
永　

七
年　

八
月　

一
日　

生

　
　

寛
政　

三
年　

十
月
廿
六
日　

叙
正
七
位
下
十
四
歳

　
　

同　
　

五
年　

十
月　

十
日　

任
若
狭
目

　
　

同　

十
二
年　

七
月
廿
四
日　

叙
従
六
位
下
廿
三
歳

　
　

享
和　

四
年　

二
月　

七
日　

改
在
明

　
　

天
保　

五
年
十
二
月
廿
二
日　

止
史
生
并
官
位

　
　

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
内
舎
人

　

彼
の
養
家
は
平
高
豊
（
寛
延
元
年
〈
一
七
四
八
〉
〜
没
年
不
明
）
が
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
縫

殿
寮
史
生
と
な
っ
た
の
に
始
ま
り
、
平
高
幸
（
明
和
五
〈
一
七
六
八
〉
〜
没
年
不
明
）
が
跡
を
継

ぎ
、
そ
の
高
幸
の
跡
を
継
い
で
三
代
目
と
な
っ
た
の
が
在
明
で
あ
る
。

　

在
明
の
項
の
一
行
目
、
名
の
右
肩
に
「
称
号
改
原
」
と
あ
る
が
、
初
代
高
豊
の
名
の
右
肩

に
は
「
称
号
伊
勢
」
と
あ
り
、
二
代
目
ま
で
伊
勢
家
で
あ
っ
た
も
の
を
、
在
明
の
代
に

「
原
」
に
改
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
在
明
の
名
の
下
に
は
「
平
高
幸
男
養
子
実
弟
、
元

近
義
」
と
の
割
り
註
が
あ
り
、
元
の
名
は
「
近
義
」
と
い
い
、
先
代
の
実
弟
で
養
子
だ
が
息

子
と
し
て
届
け
た
と
記
す
が
、
先
代
高
幸
に
も
「
平
高
豊
男
養
子
実
弟
」
と
あ
り
、
こ
れ
を

信
じ
る
な
ら
、
高
豊
・
高
幸
・
在
明
は
実
の
兄
弟
で
、
実
弟
が
兄
の
養
子
と
な
っ
て
家
を
相

続
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
信
じ
る
に
値
し
な
い
。
高
豊
・
高
幸
の
叙
任
歴
を
確
認
す
る

と
、
高
豊
は
史
生
と
な
っ
た
翌
年
、
天
明
三
年
に
正
七
位
下
に
叙
さ
れ
た
が
、
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）
二
月
十
日
の
「
病
身
」
に
よ
り
「
辞
官
返
上
位
記
」
の
記
事
で
終
わ
っ
て
い

る
。
次
の
高
幸
は
高
豊
の
叙
位
の
翌
年
、
天
明
四
年
に
正
七
位
下
に
叙
さ
れ
、
続
く
同
五
年

に
は
備
中
介
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
高
豊
の
「
辞
官
返
上
位
記
」
の
翌
年
、
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
十
一
月
二
十
五
日
に
や
は
り
「
病
身
」
に
よ
り
「
辞
官
返
上
位
記
」
し
て
い

る
。

　

そ
し
て
、
在
明
が
正
七
位
下
に
叙
さ
れ
る
の
が
寛
政
三
年
十
月
二
十
六
日
で
あ
る
。
国
立

公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
大
外
記
師
資
記
』
寛
政
三
年
二
月
四
日
条
に
は
伊
勢
高
豊
の
位
記

返
上
願
い
出
の
記
事
が
あ
り
、
三
月
八
日
に
は
伊
勢
備
中
介
（
高
幸
）
か
ら
父
嘉
久
太
の
退

役
に
伴
う
宿
所
届
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
九
月
十
六
日
・
十
七
日
条
に
は
（13）
、

　
　
﹇
十
六
日
﹈

　
　

一
、 

縫
殿
寮
安
藤
大
和
守
入
来
、
史
生
伊
勢
備
中
介
依
難
病
、
弟
為
養
子
、
自
今
御
用

相
勤
候
旨
相
届
、
即
刻
以
使
両
頭
・
月
番
万
里
小
路
等
へ
切
紙
ヲ
以
相
届
、

　
　
﹇
十
七
日
﹈

　
　

一
、 

縫
殿
寮
安
藤
大
和
守
入
来
、
同
寮
史
生
伊
勢
采
女
近
義
、
昨
日
補
史
生
候
為
御
礼

百
疋
入
来
、
為
祝
儀
目
録
金
百
疋
并
扇
子
箱
到
来
、
新
大
外
記
江
金
百
疋
、
雑
掌

江
銀
弐
両
、
侍
三
人
江
銀
壱
両
ツ
ヽ
持
参
也
、

と
あ
り
、
十
月
十
八
日
条
に
は
「
史
生
平
高
幸
男
平
近
義
初
位
正
七
位
下
小
折
紙
」
差
出
の

記
事
、
十
月
二
十
日
条
の
「
史
生
平
近
義
初
位
」
の
記
事
へ
と
続
く
。
在
明
の
初
名
は
、
こ

れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
近
義
だ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
采
女
の
通

称
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
翌
四
年
十
一
月
二
十
五
日
条
に
は
、「
伊
勢
備
中
介
官
位

辞
退
願
書
」
が
出
さ
れ
、「
難
治
之
病
ト
云
々
」
と
あ
る
（14）
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
地
下

官
人
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
血
縁
相
続
の
形
を
と
っ
た
家
の
譲
渡
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
恐

ら
く
、
金
銭
の
授
受
も
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
多
く
の
地
下
官
人
に

は
、
暮
ら
し
を
立
て
得
る
よ
う
な
宮
廷
か
ら
の
定
期
収
入
は
な
く
、
ほ
か
に
生
業
を
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宮
廷
儀
礼
に
人
数
合
わ
せ
で
参
列
し
て
、
下
行
米
を
受
け
取
っ
て
し
ま
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い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
必
要
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で

ひ
と
つ
確
か
な
の
は
、
寛
政
三
年
ま
で
に
は
、
或
い
は
、
恐
ら
く
は
寛
政
三
年
そ
の
年
に
、

養
子
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

　

続
い
て
同
五
年
十
月
十
日
、
在
明
は
若
狭
目
に
任
じ
ら
れ
、
同
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
七

月
二
十
四
日
、
二
十
三
歳
で
従
六
位
下
に
叙
さ
れ
た
。
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
大
外

記
師
武
記
』
寛
政
十
二
年
七
月
二
十
四
日
・
廿
六
日
条
（15）
に
は
、

　
　
﹇
廿
四
日
﹈

　
　

一
、 

烏
丸
頭
弁
依
招
参
御
所
面
会
、
縫
殿
寮
史
生
平
近
義
申
従
六
位
下　

勅
許
之
旨
、

口　

宣
案
者
明
後
廿
六
日
可
申
出
旨
等
被
命
、
帰
家
安
藤
縫
殿
允
相
招
申
渡
也
、

　
　

一
、
原
若
狭
目
平
近
義
加
級
申
侭
蒙
勅
許
候
、
為
御
礼
入
来
、

　
　
﹇
廿
六
日
﹈

　
　

一
、 

縫
殿
寮
史
生
原
若
狭
目
加
級
申
侭　

勅
許
口　

宣
案
無
滞
頂
戴
、
為
礼　

三
連
持

参
也
、

と
あ
り
、
叙
従
六
位
下
が
確
認
で
き
る
。『
地
下
家
伝
』
で
は
享
和
四
年
（
一
八
〇
四
）
二
月

七
日
に
は
、
名
を
近
義
か
ら
在
明
に
改
め
た
と
あ
り
、
同
じ
く
『
大
外
記
師
武
記
』
同
年
二

月
七
日
・
八
日
条
（16）
に
、

　
　
﹇
七
日
﹈

　
　

一
、
安
藤
縫
殿
大
允
ゟ
届
書
持
参
、
記
于
左
、

　
　
　
　
　

┐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縫
殿
寮
史
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
若
狭
目
平
近
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
名　
　

在
明

　
　
　
　
　
　

右
此
度
改
名
仕
候
、
仍
御
届
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　

享
和
四
年
二
月　
　

縫
殿
寮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
外
記
殿

　
　
　
　
　

┌

　
　
　
　

四
ツ
折
認
美
濃
紙
ニ
て
上
包
、

　
　
﹇
八
日
﹈

　
　

一
、
両
頭
幷
月
番
伝
奏
広
橋
家
等
へ
以
使
令
届
切
□
也
、
記
于
左
、

　
　
　
　
　

┐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縫
殿
寮
史
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平　

近
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
名　
　

在
明

　
　
　
　
　
　

右
之
通
改
名
仕
候
、
仍
御
届
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
八
日　
　

大
外
記

　
　
　
　
　

┌

と
あ
る
。
二
箇
所
と
も
「
在
明
」
の
右
傍
に
は
「
ア
リ
ア
キ
ラ
」
の
訓
が
振
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
改
名
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
制
作
に
な
る
作
品
の
落
款

で
も
一
貫
し
て
「
在
明
」
と
記
す
か
ら
で
あ
る
。
公
的
な
場
、
宮
廷
で
の
名
を
も
、
実
態
に

合
わ
せ
て
正
式
に
在
明
と
改
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
称
号
を
伊
勢
か
ら
原
へ
改

め
た
時
期
に
つ
い
て
『
地
下
家
伝
』
に
記
載
は
な
い
が
、
さ
き
に
見
た
通
り
、
寛
政
十
二
年

叙
位
の
時
点
で
「
原
若
狭
目
平
近
義
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
、
恐
ら
く
は
相
続
か
ら
間

も
な
い
時
期
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
二
月
二
十
二
日
、
史
生
と
官
位
を
や
め
、
同
日
、

内
舎
人
と
な
っ
た
と
記
し
て
在
明
の
項
は
終
わ
り
、
以
後
は
、『
地
下
家
伝
』
巻
六
に
あ
る
。

　

地
下
官
人
は
、「
棟
梁
」
と
も
「
催
」
と
も
呼
ば
れ
る
押
小
路
・
壬
生
・
平
田
の
三
家
が

統
轄
す
る
外
記
方
・
官
方
・
出
納
方
に
大
き
く
三
分
さ
れ
る
（17）
。
在
明
の
前
半
生
の
縫
殿
寮

は
押
小
路
家
の
外
記
方
に
属
し
、
後
半
生
の
内
舎
人
は
壬
生
家
の
官
方
に
属
す
る
。
前
出
の

改
名
や
叙
位
が
押
小
路
家
の
日
記
に
現
わ
れ
る
の
は
、
同
家
が
統
轄
す
る
縫
殿
寮
の
官
人
と

し
て
、
朝
廷
へ
の
届
な
ど
が
押
小
路
家
を
通
し
て
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
縫
殿
寮

史
生
原
家
は
在
明
の
あ
と
、「
平
在
明
男
」
と
註
記
さ
れ
る
守
友
（
享
和
元
年
〈
一
八
〇
一
〉
〜

天
保
十
三
年
〈
一
八
四
二
〉）
が
継
い
で
存
続
す
る
の
で
、
事
実
上
の
別
家
で
あ
る
。
ち
な
み
に

守
友
も
在
明
の
実
子
で
は
な
く
養
子
で
、「
原
家
文
書
」
の
う
ち
『
御
推
任
雑
記
』（18）
に
死
亡

記
事
が
あ
る
。
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天
保
十
三
年
寅
三
月

　
　

一
、
原
越
後
目
死
去
ニ
付
暇
服
届
差
出
候
万
屋
治
郎
助
事

　
　
　
　
　
　

一
、
養
子
縫
殿
寮
史
生　
　
　
　
　

守
友
昨
夕
死
去
仕
候
因
茲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

暇
十
日　

服
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　

右
之
通
着
服
最
昆
穢
不
仕
候
、
此
段
御
届
奉
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
廿
三
日　
　
　

原
内
舎
人
内
匠
大
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　

官
務
殿

　
　
　
　

右
之
通
四
ッ
折
ニ
相
認
四
通
別
包
ニ
致
し
差
出
候
事
、

と
あ
り
、
養
子
で
あ
る
こ
と
、「
万
屋
治
郎
助
」
と
い
う
名
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、
続
い
て
、『
地
下
家
伝
』
巻
六
の
在
明
の
項
か
ら
在
明
の
後
半
生
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　

内
舎
人
平
氏　
称
号
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
明

　
　

安
永　

七
年　
　
　
　
　
　
　

生

　
　

天
保　

五
年
十
二
月
廿
二
日　

叙
正
六
位
下
五
十
七
歳

　
　

同
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

任
内
舎
人

　
　
　
　
　

臨
時
祭
再
興
・　

御
即
位
大
祀

　
　
　
　
　

仙
院
御
幸
御
衣
文
紋
等
時
々
徴
故
典
、
能
存
古
風
、
模
写
精

　
　
　
　
　

好
、
且
彩
絵　

御
物
、
以
調
進
之
多
年
勤
労
有
之
、
賞
推
叙
、

　
　

同　
　

六
年　

三
月　

二
日　

兼
大
和
介

　
　

同　
　

七
年　

正
月
十
五
日　

兼
内
匠
大
允

　
　

同　

十
一
年　

三
月
十
八
日　

為
啓
内
舎
人

　
　

同　

十
三
年　

六
月
十
四
日　

叙
正
六
位
上
六
十
五
歳

　
　

同　

十
五
年　

六
月
十
六
日　

死
六
十
七
歳

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
舎
人
原
家
は
在
明
を
初
代
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
推
任
推
叙
の
理
由

は
、
仙
院
（
光
格
上
皇
）
の
修
学
院
離
宮
へ
の
行
幸
、
臨
時
祭
、
仁
孝
天
皇
即
位
式
な
ど
の

時
々
に
、「
御
衣
文
紋
（
御
衣
紋
か
）」「
故
典
」
に
徴
し
、
能
く
古
風
を
と
ど
め
る
こ
と
、
精

好
な
模
写
を
行
い
、
か
つ
絵
を
描
き
、
彩
色
し
て
御
物
を
調
進
す
る
な
ど
多
年
の
功
績
を
認

め
ら
れ
て
の
こ
と
と
、
叙
任
の
記
事
に
続
け
て
特
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
、
有
職
故

実
の
知
識
を
も
っ
て
御
用
を
勤
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
に
は
現
わ
れ
な
い

が
、
こ
の
天
保
五
年
に
、
原
家
は
春
日
社
の
式
年
造
替
で
御
用
を
勤
め
る
「
春
日
絵
所
」
職

の
「
株
」
を
、
同
じ
く
京
都
の
絵
師
勝
山
琢
文
か
ら
、
い
っ
た
ん
第
三
者
の
手
を
経
た
上

で
、
譲
り
受
け
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
推
任
推
叙
に
作
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
（19）
。
翌
六

年
、
大
和
介
を
兼
任
。
こ
れ
も
、『
地
下
家
伝
』
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
こ
の
大
和
介
任
官

を
望
ん
だ
の
も
、
在
明
本
人
よ
り
も
父
在
中
の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
前
年
の

春
日
絵
所
職
の
取
得
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
原
家
の
大
和
志
向
が
わ
か
り
、
興

味
深
い
（20）
。

　

天
保
七
年
に
は
、
内
匠
大
允
を
兼
任
、
十
一
年
、
東
宮
（
の
ち
の
孝
明
天
皇
）
立
太
子
に
伴

い
、
啓
内
舎
人
に
補
さ
れ
る
。
同
十
三
年
、
正
六
位
上
に
叙
さ
れ
た
。
同
十
五
年
六
月
十
五

日
に
六
十
七
歳
で
没
し
た
が
、『
地
下
家
伝
』
に
は
十
六
日
と
あ
る
。
一
日
の
ず
れ
は
、
前

稿
「
原
在
正
と
二
人
の
原
在
敬
を
め
ぐ
っ
て
」（21）
で
も
記
し
た
が
、「
原
家
文
書
」
の『
雑
記
』（22）

に
在
照
の
手
で
、
十
五
日
に
死
去
、
翌
十
六
日
に
「
今
暁
」
死
去
し
た
と
届
け
た
、
と
記
録

さ
れ
、
そ
の
理
由
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
間
、
天
保
八
年
二
月
に
は
、
養
嗣
子
在
照
が
初
め
て
叙
位
、
十
一
月
に
は
そ
れ
を
見

届
け
た
父
在
中
が
没
し
て
い
る
。

　

以
上
、
宮
廷
で
の
叙
位
任
官
の
履
歴
を
中
心
に
概
観
し
た
が
、
縫
殿
寮
史
生
原
家
（
伊
勢

家
）
の
歴
代
の
極
位
極
官
を
み
る
と
、
在
明
が
従
六
位
下
に
進
め
ら
れ
た
の
を
除
く
と
、
正

七
位
に
叙
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
終
わ
り
、
在
明
の
先
代
高
幸
が
備
中
介
に
任
じ
ら
れ
た
ほ
か

は
、
在
明
の
次
々
代
美
道
（
五
代
目
）
が
常
陸
大
掾
、
在
明
（
三
代
目
）、
次
代
の
守
友
（
四
代

目
）、
美
道
の
次
代
為
道
（
六
代
目
）
は
そ
れ
ぞ
れ
、
若
狭
目
、
越
後
目
、
常
陸
少
目
と
、
国

の
「
じ
ょ
う
」・「
さ
か
ん
」
ど
ま
り
で
あ
る
。
一
方
、
内
舎
人
原
家
の
そ
れ
は
在
明
・
在
照

と
も
に
正
六
位
下
に
始
ま
っ
て
正
六
位
上
ま
で
進
め
ら
れ
、
在
明
は
大
和
介
・
内
匠
大
允

（
じ
ょ
う
）、
在
照
は
近
江
介
・
内
匠
少
允
と
い
う
よ
う
に
、
国
の
「
す
け
」
に
も
任
じ
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
こ
そ
推
任
推
叙
に
意
味
が
あ
る
の
だ
が
、
天
保
五
年
、
在
明
が
内

舎
人
と
な
っ
た
こ
と
で
、
父
在
中
が
進
め
て
き
た
、
画
系
の
生
き
残
り
を
賭
け
た
自
家
の
地

下
官
人
化
と
い
う
戦
略
は
一
応
の
完
成
を
見
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
公
的
な
記
録
、
叙
任
歴
だ
け
で
は
、
絵
師
と
し
て
の
営
み
は
わ
か
ら
な
い
。
そ

こ
で
次
に
、
原
家
の
事
績
の
一
端
を
、
彼
ら
が
遺
し
た
文
献
史
料
の
な
か
か
ら
探
っ
て
み
た

い
。
具
体
的
に
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
「
原
家
文
書
」
の
う
ち
、『
大
宝
得
』
の
検

討
を
通
じ
、
享
和
・
文
化
年
間
の
原
家
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。
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二
、
大
宝
得
に
つ
い
て

　

横
帳
一
冊
で
、
表
紙
・
裏
表
紙
も
合
わ
せ
て
全
六
十
二
丁
。
法
量
は
、
縦
一
〇・
二
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
横
十
九・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
内
容
か
ら
判
断
す
る
に
、
在
中
の
手
に
な

る
と
思
わ
れ
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
か
ら
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
記
事
を
含
む
。
虫

損
や
破
れ
な
ど
傷
み
が
激
し
く
、
錯
簡
、
落
丁
が
あ
る
。
大
福
帳
の
よ
う
な
形
状
で
あ
り
、

細
長
い
紙
を
長
辺
の
真
ん
中
で
折
り
、
そ
れ
を
重
ね
て
ひ
と
綴
り
と
し
た
も
の
を
、
さ
ら
に

幾
つ
か
集
め
て
綴
じ
た
も
の
で
あ
る
。
現
状
を
示
す
と
、

ａ
、
一
丁
〜
二
十
三
丁

ｂ
、
二
十
四
丁

ｃ
、
二
十
五
丁
〜
三
十
二
丁

ｄ
、
三
十
三
丁

ｅ
、
三
十
四
丁
〜
三
十
五
丁

ｆ
、
三
十
六
丁
〜
六
十
丁

と
な
る
。
ａ
か
ら
ｆ
は
、
ま
と
ま
り
ご
と
に
仮
に
、
現
状
で
の
順
番
で
記
号
を
ふ
っ
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
紙
に
続
く
二
十
三
丁
（
ａ
）
と
、
裏
表
紙
に
続
く
二
十
五
丁
（
ｆ
）

と
の
間
に
、
一
丁
分
の
断
簡
二
葉
（
ｂ
、
ｄ
）、
一
続
き
と
思
わ
れ
る
八
丁
（
ｃ
）
と
、
連
続

し
な
い
二
丁
（
ｅ
）
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
ａ
は
十
二
葉
の
紙
を
重
ね
て
折
り
、
最
初
の
一
丁

に
、
表
紙
を
下
貼
り
な
ど
し
て
厚
く
し
て
つ
け
、
ｆ
は
十
三
葉
の
紙
で
同
様
に
し
、
最
後
に

裏
表
紙
を
つ
け
る
。
ｃ
は
四
葉
、
ｅ
は
一
葉
の
紙
か
ら
な
る
。
ｂ
、
ｄ
は
二
つ
折
り
の
半
分

が
、
折
れ
目
か
ら
破
れ
て
欠
落
し
た
も
の
だ
が
、
破
れ
痕
か
ら
見
て
、
互
い
に
つ
な
が
る
と

は
思
わ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
紙
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
、
内
容
を
も
と
に
、
ま
た
虫
損
、
破
れ
の
跡
を
参
考
に
復
元
す
る
と
、
ま
ず
ｅ
の

一
葉
は
、
折
り
目
を
逆
に
、
山
折
を
谷
折
に
す
べ
き
で
、
こ
う
す
る
と
虫
損
、
破
れ
の
跡
が

ｃ
と
部
分
的
に
一
致
す
る
。
内
容
は
完
全
に
は
連
続
せ
ず
、
間
に
落
丁
が
あ
る
も
の
の
、
ｃ

の
外
側
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
う
ち
の
一
枚
で
あ
ろ
う
。
ｂ
、
ｄ
が
ど
こ
に
入
る
べ
き
か
は
、

年
号
な
ど
が
出
て
こ
な
い
た
め
、
即
断
し
か
ね
る
。
ま
た
、
ａ
は
表
紙
に
「
正
月
吉
日
」
と

あ
る
の
に
対
し
、
本
文
が
五
月
七
日
の
記
事
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
当
初
か
ら
の
形
か
に
つ

い
て
は
疑
問
が
残
る
。
こ
れ
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
、

ａ
、
一
丁
〜
二
十
三
丁

　
　
　
　

←

（
ｂ
、
二
十
四
丁
？
）

（
ｄ
、
三
十
三
丁
？
）

　
　
　
　

←

ｅ
、
三
十
五
丁
表
・
裏

　
　
　
　

←

ｃ
、
二
十
五
丁
〜
三
十
二
丁

　
　
　
　

←

ｅ
、
三
十
四
丁
表
・
裏

　
　
　
　

←

ｆ
、
三
十
六
丁
〜
六
十
丁

の
よ
う
に
な
る
（
表
1
）。
ま
た
、
ｆ
の
冒
頭
に
は
在
明
の
江
戸
土
産
の
記
事
が
あ
り
、
ｃ
・

ｅ
の
在
明
江
戸
滞
在
の
記
事
か
ら
考
え
て
、
完
全
に
は
連
続
し
な
い
も
の
の
、
丁
が
近
か
っ

た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

三
、
大
宝
得
の
内
容
と
享
和
・
文
化
年
間
、
原
家
の
動
向

　

次
に
内
容
だ
が
、
先
述
の
と
お
り
、
表
紙
に
は
「
大
宝
得
」
と
大
書
し
、
そ
の
両
脇
に

「
享
和
二
年
」「
戌
正
月
吉
日
」
と
記
さ
れ
、
表
紙
裏
に
も
「
享
和
二
年
」
の
文
字
が
あ
る
。

冒
頭
五
月
七
日
の
記
事
も
享
和
二
年
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
正
月
か
ら
五
月
六
日

ま
で
が
欠
落
し
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
見
て
お
く
。

　

こ
の
こ
ろ
室
町
通
出
水
上
ル
に
引
っ
越
し
た
ら
し
く
、
近
隣
へ
の
挨
拶
や
知
人
か
ら
の
祝

い
の
品
に
交
じ
っ
て
、
弟
子
の
入
門
の
記
事
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
五
月
十
九
日
に
は
、「
勧

修
寺
様
、
関
東
、
御
下
ニ
付
」
と
あ
っ
て
、
花
活
け
な
ど
を
貰
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
勧
修

寺
経
逸
（
一
七
四
八
―
一
八
〇
五
）
で
あ
り
、
彼
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
か
ら
、
こ
の
享
和

二
年
（
一
八
〇
二
）
ま
で
武
家
伝
奏
を
勤
め
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
娘
勧
修
寺
婧
子
は
、
光

格
天
皇
に
嫁
し
、
こ
れ
に
先
立
つ
二
年
前
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）、
皇
子
を
産
ん
で
い

る
が
、
こ
れ
が
の
ち
に
即
位
し
て
仁
孝
天
皇
と
な
り
、
婧
子
は
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）

に
東
京
極
院
と
追
贈
さ
れ
る
（23）
。
す
で
に
原
家
は
在
中
の
代
に
お
い
て
、
要
職
に
あ
る
公
卿

の
知
遇
を
得
て
い
た
点
は
見
逃
し
得
な
い
。
六
月
二
十
五
日
に
は
、「
安
藤
縫
殿
大
允
」
か
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現状

a

1
オ 五月七日 享和 2 年

（1802）？

ウ 七日、九日

2
オ 八日、十日、十三日、十四日

ウ 十四日、十五日、五月十七日、十八日

3
オ 五月十九日、廿日、十七日、廿日、廿一日

ウ 廿一日、同、廿四日、廿四日、廿六日、廿七日

4
オ 同、廿九日、廿九日、晦日

ウ 朔日、六月九日、六月九日、十一日、十九日

5
オ 廿二日、廿四日、廿五日

ウ 七月、十一日、七月十三日、同

6
オ 十七日、廿日、同日、同日、十九日

ウ 廿日、廿日、廿日、同、同

7
オ 廿一日、七月廿一日、八月十八日

ウ 八月十四日、八月廿八日

8
オ 九月二日、九月、九月十二日

ウ 九月十五日、九月、九月晦日、十月七日

9
オ 十一月九日、八日

ウ 九日、十一月十三日、同、十一月十四日、同

10
オ 十一月十五日、十一月十七日、十一月十六日、

七日、九日

ウ 霜月廿九日、十二月朔日、十二月三日、十一
月、十二月三日、十二月四日

11
オ 十一月、八日、享和三年正月廿四日、正月廿二

日
享和 3 年

（1803）

ウ 正月廿三日、正月廿二日、正月廿八日

12

オ 閏正月八日、三月十四日、享和亥年六月廿日～
七月十一日、七月十九日、廿一日

ウ
享和三 [ 四の間違い ] 甲子正月廿二日、廿五日
～廿六・七・八、廿九日～卅日、二月一日、二
日、三日、四日、五日、六日、七日、八日、九
日、十日、十一日、十二日、十三日、十四日

享和 4 年
（1804）

13
オ

十五日、十六日、十七日、十八日、十九日、廿
日、廿一日、廿二日、廿三日、廿四日、三月
十五日～十六日、十七日、十八日、十九日、廿
日、廿一日、廿三日、廿五日、廿六日、廿八
日、廿九日、三十日

ウ 四月一日、二日、三日、四日、五日、六日

14

オ 廿日、五月六日、五月十八日、十九日、廿日、
廿一日、廿二日、廿三日、廿四日

ウ

五月八日、九日、十日、十一日、十二日、十三
日、十四日、十五日、十六日、十七日、十八
日、十九日、廿日　廿一日、廿二日、廿三日、
廿四日、廿五日、廿六日、廿七日、廿八日、廿
九日

15

オ
六月一日、二日、三日、四日、五日、六日、七
日、八日、九日、十日、十一日、十二日、十三
日、十四日、十五日、十六日、十七日、十八
日、十九日、廿日

ウ
八月七日、八日、九日、十日、十一日、十三
日、十七日、廿六日、廿七、廿八、廿九、
三十、九月一日、二日、三日、四日、五日、六
日、七日、八日、九日、十日

16
オ 八月十五日～十六日、十七日、十九日

ウ 九月十一日～十七日、九月十八日、十九日、廿
日、廿一日、廿二日、廿三日、廿四日

17

オ

廿五日、廿六日、六月六日～七日、八日 九日、
十日、十一日、十二日、十三日、十四日、十五
日、十六日、十七日、十八日、十九日、廿日、
廿一日、廿二日、廿三日、廿四日、廿五日、廿
七日、廿八日

荻野河内守＝
文化 2 年

（1805）

ウ

廿九日、七月一日、二日、三日、四日、五日、
六日、七日、八日、九日、十日、十一日、十二
日、十三日、十四日、十五日、十六日、十七
日、十八日、十九日、廿日、廿一日、廿二日、
廿三日、廿四日、廿五日、廿六日、廿七日、廿
八日、廿九日、八月、一日、二日、三日、四日

表 1　『大宝得』の錯簡復元案
復元案

a

1
オ 五月七日 享和 2 年

（1802）？

ウ 七日、九日

2
オ 八日、十日、十三日、十四日

ウ 十四日、十五日、五月十七日、十八日

3
オ 五月十九日、廿日、十七日、廿日、廿一日

ウ 廿一日、同、廿四日、廿四日、廿六日、廿七日

4
オ 同、廿九日、廿九日、晦日

ウ 朔日、六月九日、六月九日、十一日、十九日

5
オ 廿二日、廿四日、廿五日

ウ 七月、十一日、七月十三日、同

6
オ 十七日、廿日、同日、同日、十九日

ウ 廿日、廿日、廿日、同、同

7
オ 廿一日、七月廿一日、八月十八日

ウ 八月十四日、八月廿八日

8
オ 九月二日、九月、九月十二日

ウ 九月十五日、九月、九月晦日、十月七日

9
オ 十一月九日、八日

ウ 九日、十一月十三日、同、十一月十四日、同

10
オ 十一月十五日、十一月十七日、十一月十六日、

七日、九日

ウ 霜月廿九日、十二月朔日、十二月三日、十一
月、十二月三日、十二月四日

11
オ 十一月、八日、享和三年正月廿四日、正月廿二

日
享和 3 年

（1803）

ウ 正月廿三日、正月廿二日、正月廿八日

12

オ 閏正月八日、三月十四日、享和亥年六月廿日～
七月十一日、七月十九日、廿一日

ウ
享和三 [ 四の間違い ] 甲子正月廿二日、廿五日
～廿六・七・八、廿九日～卅日、二月一日、二
日、三日、四日、五日、六日、七日、八日、九
日、十日、十一日、十二日、十三日、十四日

享和 4 年
（1804）

13
オ

十五日、十六日、十七日、十八日、十九日、廿
日、廿一日、廿二日、廿三日、廿四日、三月
十五日～十六日、十七日、十八日、十九日、廿
日、廿一日、廿三日、廿五日、廿六日、廿八
日、廿九日、三十日

ウ 四月一日、二日、三日、四日、五日、六日

14

オ 廿日、五月六日、五月十八日、十九日、廿日、
廿一日、廿二日、廿三日、廿四日

ウ

五月八日、九日、十日、十一日、十二日、十三
日、十四日、十五日、十六日、十七日、十八
日、十九日、廿日　廿一日、廿二日、廿三日、
廿四日、廿五日、廿六日、廿七日、廿八日、廿
九日

15

オ
六月一日、二日、三日、四日、五日、六日、七
日、八日、九日、十日、十一日、十二日、十三
日、十四日、十五日、十六日、十七日、十八
日、十九日、廿日

ウ
八月七日、八日、九日、十日、十一日、十三
日、十七日、廿六日、廿七、廿八、廿九、
三十、九月一日、二日、三日、四日、五日、六
日、七日、八日、九日、十日

16
オ 八月十五日～十六日、十七日、十九日

ウ 九月十一日～十七日、九月十八日、十九日、廿
日、廿一日、廿二日、廿三日、廿四日

17

オ

廿五日、廿六日、六月六日～七日、八日 九日、
十日、十一日、十二日、十三日、十四日、十五
日、十六日、十七日、十八日、十九日、廿日、
廿一日、廿二日、廿三日、廿四日、廿五日、廿
七日、廿八日

荻野河内守＝
文化 2 年

（1805）

ウ

廿九日、七月一日、二日、三日、四日、五日、
六日、七日、八日、九日、十日、十一日、十二
日、十三日、十四日、十五日、十六日、十七
日、十八日、十九日、廿日、廿一日、廿二日、
廿三日、廿四日、廿五日、廿六日、廿七日、廿
八日、廿九日、八月、一日、二日、三日、四日

変更点
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18

オ

五日、六日、七日、八日、九日、十日、十一
日、十二日、十三日、十四日、十五日、十六
日、十七日、十八日、十九日、廿日、廿一日、
廿二日、廿三日、廿四日、廿五日、廿六日、廿
七日、廿八日、廿九日、後八月一日、一日、三
日、四日、五日、六日、七日、八日、九日、十
日、十一日、十二日

後八月＝文化
5年（1805）

ウ

十三日、十四日、十五日、十六日、十七日、
十八日、十九日、廿日、廿一日、廿二日、廿三
日、廿四日、廿五日、廿六日、九月六日、七
日、八日、九日、十日、十一日、十二日、十三
日、十四日、十五日、十六日、十七日、十八
日、閏八月五日～十八日

閏八月＝文化
5年（1805）

19

オ 十月十日、四月、六月二日

ウ

二日、四日、六日、八日、十日、十三日、十六
日、十九日、廿三日、廿七日、七月二日、五
日、十日、十四日、十七日、廿日、廿六日、八
月二日、六日、十一日、十六日、廿一日、九月
六日、十一日

20
オ

ウ 九月十四日、十七日、廿三日、廿八日、十月五
日、十七日、廿五日、十一月六日、十五日

21

オ

ウ
十二月十八日、廿七日、九日、正月十日、廿二
日、十三日、廿四日、廿日、十七日、廿五日、
廿二日、廿五日、二月、四日、八日、十二日

22
オ

ウ

23
オ

ウ 十四日、十五日、同、十六日

落丁？

b 24
オ 十七日、同、十七日

松波越前介＝
文化 3 年

（1806）12
月 27 日以降

ウ 十七日、十八日、十九日

落丁？

c

25
オ 六月廿一日、廿四日、廿四日、同

ウ 七月六日、七月八日、七月九日、七月八日

26
オ 七月朔日、七月四日、六月廿七日、七月八日

ウ 十四日、十七日、廿一日

27
オ 七月廿七日、七月廿八日

ウ 八月九日、八月十六日

28
オ 八月十三日

ウ 八月廿一日

29
オ 廿二日

ウ 八月廿五日

30
オ 廿七日

ウ 八月廿九日、八月晦日、同日

31
オ 九月朔日、九月三日

ウ 三日、九月五日、五日、九月九日

32
オ 九月十日

ウ 十一日

落丁？

d 33
オ 同、同、廿二日、十一日、十三日、十三日、

同、

ウ 同日

落丁？

e

34
オ

ウ

35
オ 五月廿三日、六月十五日、十九日、廿一日

ウ 六月廿一日、六月七日

落丁？

18

オ

五日、六日、七日、八日、九日、十日、十一
日、十二日、十三日、十四日、十五日、十六
日、十七日、十八日、十九日、廿日、廿一日、
廿二日、廿三日、廿四日、廿五日、廿六日、廿
七日、廿八日、廿九日、後八月一日、一日、三
日、四日、五日、六日、七日、八日、九日、十
日、十一日、十二日

後八月＝文化
5年（1805）

ウ

十三日、十四日、十五日、十六日、十七日、
十八日、十九日、廿日、廿一日、廿二日、廿三
日、廿四日、廿五日、廿六日、九月六日、七
日、八日、九日、十日、十一日、十二日、十三
日、十四日、十五日、十六日、十七日、十八
日、閏八月五日～十八日

閏八月＝文化
5年（1805）

19

オ 十月十日、四月、六月二日

ウ

二日、四日、六日、八日、十日、十三日、十六
日、十九日、廿三日、廿七日、七月二日、五
日、十日、十四日、十七日、廿日、廿六日、八
月二日、六日、十一日、十六日、廿一日、九月
六日、十一日

20
オ

ウ 九月十四日、十七日、廿三日、廿八日、十月五
日、十七日、廿五日、十一月六日、十五日

21

オ

ウ
十二月十八日、廿七日、九日、正月十日、廿二
日、十三日、廿四日、廿日、十七日、廿五日、
廿二日、廿五日、二月、四日、八日、十二日

22
オ

ウ

23
オ

ウ 十四日、十五日、同、十六日

落丁？

b 24
オ 十七日、同、十七日

松波越前介＝
文化 3 年

（1806）12
月 27 日以降

ウ 十七日、十八日、十九日

落丁？

d 33
オ 同、同、廿二日、十一日、十三日、十三日、

同、

ウ 同日

落丁？

e 35
オ 五月廿三日、六月十五日、十九日、廿一日

ウ 六月廿一日、六月七日

落丁？

c

25
オ 六月廿一日、廿四日、廿四日、同

ウ 七月六日、七月八日、七月九日、七月八日

26
オ 七月朔日、七月四日、六月廿七日、七月八日

ウ 十四日、十七日、廿一日

27
オ 七月廿七日、七月廿八日

ウ 八月九日、八月十六日

28
オ 八月十三日

ウ 八月廿一日

29
オ 廿二日

ウ 八月廿五日

30
オ 廿七日

ウ 八月廿九日、八月晦日、同日

31
オ 九月朔日、九月三日

ウ 三日、九月五日、五日、九月九日

32
オ 九月十日

ウ 十一日

落丁？

e 34
オ

ウ

落丁？
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f

36
オ

ウ

37
オ

ウ

38
オ

ウ

39
オ

ウ

40
オ

ウ

41
オ

ウ

42
オ

ウ

43
オ

ウ

44
オ

ウ

45
オ

ウ

46
オ

ウ 閏六月 文化 5 年
（1808）

47
オ 同、同、同、同、同、同、同、同、同

ウ 閏六月廿四日、閏月廿八日

48

オ 七月二日、七月六日、八日、十日、十一日、
十七日、十八日

ウ
七月八日、八日、九日、十一日、十二日、十四
日、四日、六日、七日、八日、十日、十二日、
廿日、十日、八日、六月、同、七月、

49
オ 六月

ウ 巳正月八日 文化 6 年
（1809）

50

オ 正月十日、廿五日

ウ
正月■二月、六日、七日、八日、九日、十日、
十一日、三月十一日、同、十三日、十四日、
十五日、十七日、十九日、七日、五月八日、
同、二月十七日

51
オ 廿九日、十二日、三月十六日

ウ 三月廿三日、廿一日、三月廿四日、四月廿四日

52
オ

ウ 十二日、十三日、十四日、十三日、十九日、廿
日、廿一日、廿二日、廿三日

53
オ 五月廿六日、廿七日、廿八日、

ウ 廿八日、廿九日、卅日、六月朔日、二日

54
オ 六月二日、六月一日、七月廿二日

ウ 七月、七月廿三日、七月廿八日

55
オ 同月廿日、同月、廿六日、廿八日

ウ

56
オ 廿六日、十月二日、二日、十月四日、十月廿四

日、

ウ 十月廿七日、廿一日、十月廿八日、十一月七
日、十一月十一日

57
オ 十一月十四日、十一月十三日・十四日

ウ 十二月十三日

58
オ 八日

ウ 文化七年庚午正月、七日、五日、八日、九日、
正月十日

59
オ 十三日、正月十九日、正月十八日

ウ 来廿五日午刻迄

60
オ 二月三日午刻迄、廿六日

ウ

f

36
オ

ウ

37
オ

ウ

38
オ

ウ

39
オ

ウ

40
オ

ウ

41
オ

ウ

42
オ

ウ

43
オ

ウ

44
オ

ウ

45
オ

ウ

46
オ

ウ 閏六月 文化 5 年
（1808）

47
オ 同、同、同、同、同、同、同、同、同

ウ 閏六月廿四日、閏月廿八日

48

オ 七月二日、七月六日、八日、十日、十一日、
十七日、十八日

ウ
七月八日、八日、九日、十一日、十二日、十四
日、四日、六日、七日、八日、十日、十二日、
廿日、十日、八日、六月、同、七月、

49
オ 六月

ウ 巳正月八日 文化 6 年
（1809）

50

オ 正月十日、廿五日

ウ
正月■二月、六日、七日、八日、九日、十日、
十一日、三月十一日、同、十三日、十四日、
十五日、十七日、十九日、七日、五月八日、
同、二月十七日

51
オ 廿九日、十二日、三月十六日

ウ 三月廿三日、廿一日、三月廿四日、四月廿四日

52
オ

ウ 十二日、十三日、十四日、十三日、十九日、廿
日、廿一日、廿二日、廿三日

53
オ 五月廿六日、廿七日、廿八日、

ウ 廿八日、廿九日、卅日、六月朔日、二日

54
オ 六月二日、六月一日、七月廿二日

ウ 七月、七月廿三日、七月廿八日

55
オ 同月廿日、同月、廿六日、廿八日

ウ

56
オ 廿六日、十月二日、二日、十月四日、十月廿四

日、

ウ 十月廿七日、廿一日、十月廿八日、十一月七
日、十一月十一日

57
オ 十一月十四日、十一月十三日・十四日

ウ 十二月十三日

58
オ 八日

ウ 文化七年庚午正月、七日、五日、八日、九日、
正月十日

文化 7 年
（1810）

59
オ 十三日、正月十九日、正月十八日

ウ 来廿五日午刻迄

60
オ 二月三日午刻迄、廿六日

ウ

07_福田道宏_本文01.indd   9 13.11.12   6:24:05 PM



131

京都造形芸術大学紀要［GENESIS］第17号

ら
「
養
女
ニ
付
土
産
」
と
し
て
金
百
疋
が
贈
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
後
の
文
脈
が
不
明

な
が
ら
恐
ら
く
、
地
下
官
人
の
安
藤
定
弘
の
娘
を
原
家
へ
養
女
に
迎
え
て
、
持
参
金
が
あ
っ

た
と
言
う
こ
と
か
。
定
弘
は
縫
殿
寮
で
、
同
寮
史
生
で
あ
る
在
明
の
直
属
の
上
司
に
あ
た

る
。
在
中
の
目
は
早
い
時
期
か
ら
、
宮
廷
・
公
卿
社
会
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

九
月
二
日
に
は
、
醍
醐
寺
三
宝
院
へ
「
観
音
像
」
を
調
進
し
た
記
事
が
あ
る
。
典
拠
不
明

な
が
ら
、
在
中
が
同
院
へ
絵
を
教
え
に
行
き
、
在
中
の
後
は
梅
戸
在
親
が
そ
れ
を
継
い
だ
、

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
（24）
。

　

翌
享
和
三
年
六
月
二
十
日
か
ら
七
月
十
一
日
に
は
「
鞍
馬
寺
之
縁
起
小
軸
」
三
巻
の
う
ち

一
巻
目
を
摸
写
し
終
え
て
、
同
十
九
日
、
二
十
日
に
裏
打
ち
が
終
わ
り
、
金
子
仙
左
衛
門
な

る
人
物
に
渡
し
た
、
と
の
記
事
が
あ
る
。
鞍
馬
寺
の
縁
起
に
は
狩
野
元
信
が
描
い
た
「
鞍
馬

蓋
寺
縁
起
」（
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
奥
書
）
が
あ
り
、
そ
の
数
種
の
写
本
が
現
存
す
る
が
、

原
本
の
行
方
は
不
明
で
あ
る
。
相
澤
正
彦
「
狩
野
元
信
の
鞍
馬
蓋
寺
縁
起
絵
巻
に
つ
い
て
―

新
出
の
毛
利
家
模
本
に
関
連
し
て
―
」
は
、
藤
原
貞
幹
『
好
古
小
録
』（
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
序
）
に
採
録
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
原
本
の
消
失
が
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
の
大

火
に
よ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
（25）
。
こ
の
と
き
模
写
し
た
「
鞍
馬
寺
之
縁
起
」
が
元
信
の
原

本
を
指
す
と
は
断
言
し
か
ね
る
が
、
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
相
澤
の
紹
介
す
る
模
本
と
の

関
係
も
未
詳
で
あ
る
。
同
寺
中
「
妙
寿
院
」
で
写
し
て
、
旅
宿
は
門
前
だ
っ
た
と
記
す
。

　

こ
の
年
の
記
事
は
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
、
丁
の
裏
は
「
享
和
三
甲
子
正
月
」
か
ら
始
ま

る
。
甲
子
は
享
和
四
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、「
三
」
は
誤
記
。
な
お
、
こ
の
年
は
甲
子
革

命
に
当
た
る
た
め
、
二
月
十
一
日
に
文
化
と
改
元
さ
れ
る
。
正
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
六
日

に
か
け
て
、
日
に
ち
が
列
記
さ
れ
、
そ
の
側
に
「
休
」「
半
」「
宿
」
な
ど
の
文
字
が
併
記
さ

れ
る
。
そ
の
直
後
に
、「
禅
林
寺
縁
起
一
巻
之
方
出
来
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
摸
写
の
記
事
と

思
わ
れ
る
。
都
合
四
十
六
日
で
「
手
伝
七
日
」
と
あ
る
の
は
、「（
三
月
）
三
十
日
ゟ
」
の
文

字
の
傍
に
「
善
蔵
手
伝
」
と
あ
り
、
四
月
の
六
日
ま
で
の
七
日
間
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
延
べ

「
五
十
三
人
手
間
」
と
あ
り
、
報
酬
の
算
出
方
法
が
延
べ
人
数
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

禅
林
寺
は
永
観
堂
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
所
蔵
さ
れ
る
「
縁
起
」
と
い
え
ば
、
重
要
文
化
財

の
禅
林
寺
本
《
通
念
仏
縁
起
絵
巻
》
二
巻
だ
ろ
う
。
模
写
し
た
巻
子
に
つ
い
て
、
大
き
さ
を

「
天
地
一
尺
二
寸
」、
長
さ
が
「
廿
七
丈
壱
尺
八
寸
」
で
、
表
装
を
除
く
と
天
地
は
「
九
寸
二

分
半
」
と
記
す
。「
土
佐
之
筆
」、
つ
ま
り
土
佐
派
の
作
品
と
記
さ
れ
る
が
、
禅
林
寺
本
《
融

通
念
仏
縁
起
絵
巻
》
は
土
佐
光
信
筆
の
伝
承
を
持
ち
、
今
日
で
は
、
そ
れ
よ
り
一
世
代
前
の

土
佐
派
の
絵
師
二
人
の
手
と
さ
れ
る
（26）
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
「
松
山
や
敷
」
の
「
金
子
千
左

衛
門
」
な
る
人
物
の
「
取
次
」
と
直
後
に
記
さ
れ
る
。
松
山
屋
敷
と
は
愛
媛
の
松
山
藩
松
平

家
の
京
屋
敷
で
あ
ろ
う
。
大
名
家
と
の
関
わ
り
は
興
味
を
ひ
く
。

　
「
禅
林
寺
縁
起
」
に
続
き
、
五
月
、
六
月
、
八
月
、
九
月
に
、
や
は
り
禅
林
寺
で
「
融
通

念
仏
縁
起
」
二
巻
と
、
そ
の
勧
進
帳
の
摸
写
を
す
る
記
事
が
あ
り
、
推
測
は
裏
づ
け
ら
れ

る
。
九
月
半
ば
か
ら
は
、
在
明
と
弟
子
の
高
倉
在
孝
が
加
わ
っ
て
い
る
。《
融
通
念
仏
縁
起

絵
巻
》
に
は
室
町
時
代
ま
で
に
成
立
し
た
こ
の
禅
林
寺
本
な
ど
数
種
が
知
ら
れ
る
ほ
か
、
近

世
の
摸
本
と
し
て
狩
野
伊
川
院
・
晴
川
院
に
よ
る
清
涼
寺
本
の
写
し
や
版
本
が
既
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
（27）
が
、
こ
の
原
派
に
よ
る
も
の
は
所
在
が
確
認
で
き
な
い
。

　

同
時
期
に
は
「
在
明
、
右
之
手
、
ダ
ル
キ
故
、
療
治
」
と
し
て
膏
薬
や
、
在
明
に
出
さ
れ

た
薬
の
服
用
回
数
の
記
録
な
ど
が
交
じ
る
。
ａ
は
こ
こ
ま
で
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）（28）
で

終
わ
っ
て
い
る
。

　

つ
づ
く
ｂ
は
、「
餞
別
」
に
「
到
来
」
し
た
品
物
の
記
録
で
、
ｃ
が
「
見
舞
到
来
」
の
記

事
で
始
ま
る
事
か
ら
、
丁
離
れ
の
の
ち
、
整
理
さ
れ
る
時
に
、
こ
こ
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ

ろ
う
。
こ
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
記
載
さ

れ
た
餞
別
の
う
ち
、
公
卿
五
人
の
「
染
筆
」
の
官
職
か
ら
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
か
ら

三
年
（
一
八
〇
六
）
の
記
事
の
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
藤
波
季
忠
（
一
七
三
九
―

一
八
一
三
）
が
「
前
祭
主
」
と
表
記
さ
れ
、
彼
の
跡
を
継
い
で
祭
主
と
な
っ
た
、
子
の
寛
忠

（
一
七
五
九
―
一
八
二
四
）
が
祭
主
を
辞
す
る
文
化
三
年
以
前
と
考
え
ら
れ
、
藤
谷
為
脩

（
一
七
八
四
―
一
八
四
三
）
が
「
少
将
」
と
表
記
さ
れ
、
彼
が
左
近
衛
権
少
将
に
任
じ
ら
れ
る
の

は
文
化
二
年
（29）
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ｃ
は
、
先
述
の
通
り
、
八
丁
分
あ
っ
て
「
見
舞
」
の
品
々
の
到
来
の
記
事
か
ら
始
ま
る
。

書
体
は
大
分
、
粗
く
な
っ
て
お
り
、
傷
み
も
多
く
読
み
づ
ら
い
。
冒
頭
は
失
わ
れ
た
、
前
の

丁
か
ら
の
続
き
で
、
前
後
か
ら
判
断
し
て
六
月
二
十
一
日
頃
か
ら
の
記
事
で
あ
る
が
、
年
が

不
明
で
あ
る
。
こ
の
八
丁
の
間
に
は
年
号
は
一
度
も
現
れ
な
い
。
さ
て
、
七
月
に
入
り
、
興

味
深
い
記
事
が
登
場
す
る
。「
七
月
朔
日
、
江
戸
、
在
明　

書
状
到
来
」
以
降
が
そ
れ
で
、

在
明
が
江
戸
に
滞
在
し
て
い
て
、
京
に
い
る
在
中
に
書
状
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

一
連
の
記
事
は
後
述
す
る
よ
う
に
文
化
四
年
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
在
明
の

江
戸
滞
在
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
検
討
す
る
。

　

ｄ
に
は
ま
た
、
主
に
「
餞
別
到
来
」
の
記
事
が
な
ら
ぶ
。
ｂ
の
「
餞
別
」
と
一
連
の
も
の
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か
ど
う
か
は
不
明
。

　
ｅ
は
二
丁
分
だ
が
、
日
付
が
連
続
し
な
い
。
こ
こ
に
も
、
在
明
の
江
戸
滞
在
に
関
わ
る
記

事
が
あ
り
、
こ
れ
も
次
章
で
検
討
し
た
い

　

ｆ
は
、
現
状
で
は
裏
表
紙
ま
で
一
続
き
で
、
冒
頭
四
丁
は
人
の
名
と
住
所
な
ど
が
列
記
さ

れ
る
。
そ
の
あ
と
に
、「
在
明
、
東
武
ヨ
リ
上
京
、
土
産
物
扣
」
と
あ
り
、
六
丁
半
に
わ
た
っ

て
誰
に
、
何
を
土
産
に
し
た
か
が
書
き
連
ね
ら
れ
る
。「
土
産
物
扣
」
の
直
後
に
は
「
閏
六

月
」
の
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
が
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
で
あ
る
事
が
判
か
る
。
土
産
物
を

配
っ
た
の
が
同
年
の
事
な
の
か
、
帰
京
し
た
同
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
こ
と
で
あ
る
か
は
、

判
か
ら
な
い
。

　

以
後
、
弟
子
の
入
門
、
到
来
物
、
絵
の
仕
事
の
記
事
が
続
く
の
に
交
じ
っ
て
、「
お
身
」

の
薬
の
服
用
回
数
な
ど
も
記
さ
れ
る
。「
お
身
」
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
原
家
の
女

性
で
、
ほ
か
の
箇
所
で
「
お
し
ん
」
と
も
記
さ
れ
る
。
彼
女
は
文
化
五
年
五
月
か
ら
翌
六
年

（
一
八
〇
九
）
の
間
、
何
人
か
の
医
者
か
ら
薬
を
貰
っ
た
り
、「
御
さ
す
り
」
の
治
療
を
受
け

る
な
ど
し
て
い
る
が
、
そ
の
甲
斐
な
く
同
六
年
六
月
二
日
に
死
去
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。

　

文
化
六
年
二
月
に
は
三
条
家
か
ら
の
「
菊
綴
」
の
色
合
わ
せ
の
問
合
せ
に
答
え
て
い
る
。

白
に
「
茄
土
」
の
取
り
合
せ
が
、「
後
三
年
ニ
有
」
り
、
と
返
答
し
た
と
い
う
が
、「
菊
綴
」

は
直
垂
、
水
干
、
素
襖
な
ど
の
装
束
で
縫
い
目
に
綴
じ
付
け
る
装
飾
で
、
総
に
し
た
糸
を
菊

の
花
状
に
広
げ
た
も
の
と
、
皮
紐
な
ど
を
結
ん
だ
も
の
と
が
あ
る
。「
後
三
年
」
と
は
《
後

三
年
合
戦
絵
巻
》
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
有
職
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
公
卿
か
ら
来
て

い
る
こ
と
、
答
え
る
の
に
古
画
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
の
ち
原
派
が
向
か
っ
た
方

向
性
を
考
え
る
と
興
味
深
い
。

　

最
後
に
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
記
事
が
あ
る
が
、
正
月
か
ら
二
月
ま
で
で
あ
る
。
こ

の
年
は
、
仙
洞
御
所
に
扇
面
を
納
め
て
い
る
ら
し
く
、
二
十
五
日
（
一
月
か
）
午
の
刻
ま
で

に
「
中
彩
色
、
草
花
、
交
金
は
り
」
の
下
絵
二
通
を
差
し
出
し
、
そ
の
後
、
二
月
三
日
ま
で

に
「
下
絵
窺
之
通
」
り
調
進
す
る
様
に
仰
せ
付
か
っ
た
、
と
書
き
と
め
る
。
仙
洞
は
当
時
、

今
上
の
光
格
天
皇
の
先
先
代
、
後
桜
町
上
皇
（
一
七
四
〇
―
一
八
一
三
、
在
位
一
七
六
二
―
七
〇
）

で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
『
大
宝
得
』
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
、
全
体
に
見
渡
し
て
み
る
と
、
記
述

も
時
期
に
よ
っ
て
精
粗
の
差
が
大
き
く
、
ま
た
、
日
次
記
と
は
異
な
り
、
気
が
付
い
た
時

に
、
思
い
つ
い
た
順
に
書
き
と
め
た
よ
う
で
、
月
日
は
前
後
し
て
書
か
れ
て
も
い
る
。
ま

た
、
落
丁
と
錯
簡
に
よ
っ
て
、
時
期
の
特
定
で
き
な
い
部
分
や
空
白
の
時
期
が
あ
る
こ
と
も

残
念
で
あ
る
。
特
に
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
か
ら
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
足
掛
け
九

年
の
う
ち
、
文
化
二
、三
年
（
一
八
〇
五・六
）
の
大
半
と
同
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
前
半
が
完
全

に
欠
け
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
と
は
言
え
、
原
家
が
こ
の
享
和
・
文
化
年
間
に
盛
ん
に

古
画
の
模
写
を
行
い
、
そ
れ
と
同
時
に
有
職
の
知
識
に
よ
っ
て
存
在
感
を
示
し
始
め
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
在
明
が
江
戸
に
下
向
、
滞
在
し
、
大
名

家
と
の
接
点
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
下
官
人
と
し
て
朝
廷
・
公
卿
社
会
を
存
立
基
盤

と
す
る
画
系
存
続
の
た
め
の
方
策
と
同
時
に
、
武
家
社
会
に
も
眼
を
向
け
て
い
た
点
も
興
味

深
い
。

四
、
原
在
明
の
江
戸
下
向

　

在
明
が
江
戸
に
下
向
し
た
の
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
で
あ
る
、
と
言
え
る
理
由
は
、

ｃ
に
記
さ
れ
た
永
代
橋
崩
落
の
記
事
に
よ
る
。
引
用
す
る
と
、
三
十
丁
裏
に
、

　
　

八
月
晦
日

　
　

 

在
明
ゟ
八
月
廿
日
以
書
状
、
永
代
橋
落
百
余
人
水
難
之
由
、
幸
ま
ぬ
か
れ
悦
候
由
申

来
、

と
あ
り
、
続
い
て
三
十
一
丁
裏
か
ら
三
十
二
丁
表
に
か
け
て
、

　
　

芦
川
拓
景
入
来
見
舞
、

　
　

江
戸
永
代
橋
落
人
多
死
候
事
、
在
明
ゟ
八
月
廿
日
書
状
ニ
申
来
□
」

　
　

在
明
無
難
御
礼
□﹇
ヤ
ブ
レ
﹈□

　
　

□﹇
虫
損
﹈□

来
、

と
い
う
。
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
在
明
か
ら
の
八
月
二
十
日
付
の
書
状
に
、
永
代
橋
が
落
ち

て
、
多
数
の
死
傷
者
が
出
た
が
、
自
分
は
近
く
に
い
な
が
ら
幸
い
ま
ぬ
が
れ
た
、
と
書
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
永
代
橋
崩
落
で
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
の
は
、
文
化
四
年
八
月
十
九

日
の
事
件
を
お
い
て
他
に
な
い
。
永
代
橋
は
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
八
月
に
開
通
、

長
さ
約
二
百
メ
ー
ト
ル
の
江
戸
第
一
の
長
橋
で
あ
っ
た
が
、
文
化
四
年
八
月
十
九
日
、
深
川

八
幡
祭
に
向
か
う
群
集
の
た
め
崩
れ
落
ち
、
四
百
余
人
が
死
亡
を
確
認
さ
れ
、
行
方
不
明
は
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二
千
人
、
と
い
う
（30）
。

　
『
武
江
年
表
』（31）
に
よ
れ
ば
、
深
川
八
幡
宮
の
祭
礼
は
隔
年
で
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、

喧
嘩
騒
ぎ
で
十
二
年
間
、
取
り
止
め
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
文
化
四
年
に
久
し
ぶ
り
に
執

り
行
わ
れ
た
。
当
初
、
八
月
十
五
日
の
予
定
が
雨
天
で
延
期
と
な
っ
て
、
十
九
日
に
な
っ

た
。
江
戸
や
近
在
か
ら
見
物
が
押
し
か
け
、
昼
四
つ
時
、「
霊
巌
島
の
出
し
ね
り
物
」
が
永

代
橋
東
詰
め
に
差
し
掛
か
り
、
橋
の
上
は
群
集
で
溢
れ
た
と
こ
ろ
へ
真
中
か
ら
深
川
寄
り
三

間
余
り
の
と
こ
ろ
を
踏
み
崩
し
て
、
重
な
る
様
に
人
が
落
ち
て
行
っ
た
。「
助
か
り
し
は
稀
」

と
い
う
惨
事
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
一
連
の
、
在
明
江
戸
滞
在
の
記
事
を
含
む
、
こ
の
八
丁
分
は
文
化
四
年
の
記
事

と
い
う
事
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
在
明
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
江
戸
に
下
向
し
て
い
た
の
か
。
落
丁

の
た
め
、
ｃ
の
在
明
の
江
戸
滞
在
は
確
認
で
き
て
も
、
下
向
の
時
期
は
『
大
宝
得
』
か
ら
は

不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
下
官
人
と
し
て
の
在
明
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
っ
た
押
小
路
家

の
記
録
に
あ
た
る
と
、
は
た
し
て
、
文
化
四
年
四
月
条
に
在
明
の
関
東
下
向
の
記
事
が
あ

る
。
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
大
外
記
師
贇
記
』
文
化
四
年
四
月
十
二
日
・
十
四
日
・

十
五
日
条
（32）
を
引
用
す
る
。

　
　
﹇
十
二
日
﹈

　
　

一
、 

安
藤
縫
殿
允
入
来
、
史
生
原
若
狭
目
関
東
ニ
有
之
親
類
方
へ
依
罷
下
、
御
暇
之
願

書
持
参
也
、
来
十
七
日
ゟ
五
十
日
之
間
申
願
度
旨
也
、

　
　
﹇
十
四
日
﹈

　
　

一
、 

千
種
前
黄
門
ゟ
縫
殿
寮
史
生
御
暇
願
書
之
改
之
義
被
示
、
何
寮
之
義
書
改
可
被
出

之
間
、
則
千
種
家
へ
差
出
畢
、

　
　
﹇
十
五
日
﹈

　
　

一
、
千
種
前
中
納
言
以
使
夜
半
可
参
旨
被
示
也
、

　
　

一
、 

即
刻
千
種
家
へ
行
向
候
処
、
縫
殿
寮
史
生
原
若
狭
目
関
東
下
向
御
暇
之
事
、
願
之

通
被
仰
出
旨
被
示
候
也
、

　
　

一
、 

縫
殿
寮
大
允
定
弘
へ
御
暇
被
仰
出
候
事
并
早
々
殿
下
・
伝
奏
両
卿
等
へ
御
礼
参
入

可
然
申
遣
事
、

　
　

一
、 

原
若
狭
目
入
来
、
御
暇
願
之
通
被
仰
出
候
御
請
御
礼
也
、
并
明
後
日
発
足
之
間
無

余
日
、
仍
暇
乞
等
申
述
之
旨
申
置
由
也
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
在
明
の
下
向
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
宮
廷
に
正
式
に
暇
を
願
い
出
て
の

も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
京
都
発
足
は
四
月
十
七
日
で
、
暇
は
五
十
日
と
し
て
届
け
出

た
。
ま
た
、
下
向
の
理
由
と
し
て
、
江
戸
の
親
類
の
許
へ
行
く
、
と
記
す
が
、
寡
聞
に
し
て

原
家
に
江
戸
の
親
類
が
あ
っ
た
と
は
聞
か
な
い
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
新
事
実
だ
が
、
真
偽
の

ほ
ど
は
定
か
で
な
い
。
ま
た
、
江
戸
の
在
明
か
ら
の
手
紙
か
ら
も
親
類
と
わ
か
る
者
は
い
な

い
。
た
と
え
ば
、
在
明
の
父
在
中
と
親
し
く
、
後
援
者
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
黒
屋
杉
浦

家
な
ど
は
江
戸
店
が
あ
っ
た
し
、
ほ
か
に
も
血
縁
の
有
無
は
と
も
か
く
、
親
類
と
称
す
べ
き

誰
か
が
い
て
、
全
く
の
虚
偽
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
ｅ
の
二
丁
分
の
う
ち
三
十
五
丁
に
は
、
ｃ
の
記
事
に
先
立

ち
、
尚
且
つ
同
じ
江
戸
滞
在
中
の
も
の
と
思
わ
れ
る
記
事
が
あ
る
。
少
々
長
く
な
る
が
引
用

す
る
。

　
　
﹇
三
十
五
丁
表
﹈

　
　

南
都
菊
や
へ
書
冂
﹇
ヤ
ブ
レ
﹈

　
　

咄
五
月
廿
三
日
ゟ
○
冂
﹇
ヤ
ブ
レ
﹈

　
　

参
候
て
三
日
、
四
日
比
江
戸
へ
か
へ
り
候
と
の
事
、

　
　

六
月
十
五
日

　
　

○
表
具
師
宇
兵
衛
、
菓
子
見
舞
と
し
て
持
参
の
事
、

　
　

 

在
明
、
日
光
山
ヨ
リ
六
月
六
日
ニ
帰
り
候
由
、
杉
浦
治
郎
左
衛
門
、
六
月
廿
日
入
来
、

咄
在
之
由
、
杉
浦
店
ヨ
リ
六
日
切
た
よ
り
ニ
申
来
候
由
、

　
　

十
九
日

　
　

○
足
立
権
九
郎
見
舞
、

　
　

○
廿
一
日

　
　

カ
キ
ヤ
善
兵
衛
ゟ
水
仙
粽
二
把
、
見
舞
到
来
、
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﹇
三
十
五
丁
裏
﹈

　
　

六
月
廿
一
日

　
　

 

大
坂
与
二
兵
衛
ト
申
人
、
在
明
日
光
山
へ
参
候
道
連
ニ
成
言
付
被
頼
、
尋
被
来
候
、
在

中
他
出
、
直
会
対
面
、
在
明
達
者
ニ
て
六
日
ニ
江
戸
へ
帰
り
由
ツ
ゲ
被
申
候
事
、

　
　

六
月
七
日

　
　

 
喜
八
郎
殿
入
来
、
在
中
留
守
、
在
中
参
候
節
、
喜
八
郎
留
守
、
彼
是
間
違
ヤ
ウ
〳
〵
六

月
廿
日
対
面
、
承
候
所
、
義
堂
先
生
、
在
明
取
立
、
大
名
方
へ
披
露
ニ
遣
度
ニ
付
日
延

冂﹇
ヤ
ブ
レ
﹈

ｃ
の
冒
頭
で
日
付
と
し
て
出
て
く
る
の
は
六
月
二
十
四
日
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
同
月
十
五

日
付
の
記
事
か
ら
始
ま
り
、
内
容
は
五
月
末
か
ら
六
月
二
十
日
こ
ろ
で
あ
る
。
前
後
の
文
脈

か
ら
判
断
す
る
に
、
在
明
は
五
月
二
十
三
日
こ
ろ
か
ら
日
光
に
行
き
、
六
月
三
、四
日
に
は

江
戸
へ
戻
る
予
定
と
あ
り
、
実
際
に
は
六
日
に
帰
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
在
明
が
江
戸
の

み
な
ら
ず
、
日
光
に
ま
で
足
を
延
ば
し
て
い
た
点
は
、
こ
の
時
期
の
京
都
絵
師
の
事
績
と
し

て
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
江
戸
で
在
明
が
頼
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
脇
坂
義
堂
が
在
明
を

「
取
立
、
大
名
方
へ
披
露
」
の
た
め
日
延
べ
に
し
た
い
、
と
言
っ
て
来
て
い
る
よ
う
だ
が
、

あ
と
が
欠
失
し
て
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

さ
て
、
さ
き
に
見
た
と
お
り
、
在
明
の
江
戸
下
向
の
暇
は
、
四
月
十
七
日
か
ら
五
十
日
間

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
な
ら
日
光
か
ら
江
戸
に
も
ど
っ
た
翌
日
、
六

月
七
日
が
五
十
日
目
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
に
帰
京
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
在
明
は
八
月
十
九
日
の
永
代
橋
崩
落
事
故
を
間

近
に
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
思
い
返
さ
れ
る
の
は
、
脇
坂
義
堂
が
大

名
に
披
露
の
た
め
日
延
べ
に
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
と
い
う
件
り
で
あ
る
。
再
び
、『
大
外

記
師
贇
記
』
を
見
る
と
、
文
化
四
年
五
月
三
十
日
に
、

　
　

一
、 

安
藤
縫
殿
少
允
入
来
、
史
生
原
若
狭
目
去
ル
四
月
十
七
日
関
東
下
向
、
御
暇
相
願

五
十
日
之
間
、
可
令
上
京
之
処
、
於
彼
地
依
所
労
遂
保
養
、
仍
今
暫
上
京
延
引
之

事
旨
、
亦
願
越
之
間
、
此
旨
可
然
奉
願
旨
書
付
持
参
、
即
刻
御
使
月
番
広
橋
前
亜

相
許
へ
差
出
落
手
也
、

と
あ
り
、
翌
六
月
一
日
に
は
武
家
伝
奏
広
橋
伊
光
の
遣
い
に
師
贇
が
呼
ば
れ
、
家
僕
を
遣
わ

す
と
願
い
の
通
り
仰
せ
出
さ
れ
た
こ
と
を
下
知
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
安
藤
定
弘
を
通
じ
て

伝
え
た
。
こ
の
時
点
で
は
在
中
も
容
認
し
、
さ
ら
に
は
正
式
に
願
い
出
て
許
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
延
引
の
理
由
は
関
東
で
所
労
の
た
め
保
養
す
る
か
ら
、
で

あ
る
。
同
時
期
、
日
光
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
仮
病
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
帰
京
の
時
期
は
ｃ
の
記
事
、
お
よ
び
『
大
外
記
師
贇
記
』
か
ら
推
定
で
き
る
。

　

永
代
橋
の
事
故
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
延
引
を
願
い
出
て
、
す
で
に
三
箇
月
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
前
後
、
在
中
は
帰
京
催
促
の
書
状
を
矢
継
ぎ
早
に
送
っ
て
い

た
。
そ
れ
よ
り
約
一
箇
月
前
の
七
月
末
頃
か
ら
江
戸
滞
在
延
長
の
記
事
が
み
え
る
。
ま
ず
、

二
十
七
丁
表
の
七
月
二
十
七
日
条
に
江
戸
の
在
明
が
同
月
十
六
日
に
出
し
た
書
状
が
届
き
、

杉
浦
に
頼
ん
で
粉
本
を
早
便
で
送
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
二
十
七
丁
表
か
ら
裏
に
か
け
て

の
、
そ
の
翌
二
十
八
日
条
に
、

　
　

七
月
廿
八
日

　
　

 

藤
野
左
衛
門
の
尉
殿
入
来
、
江
戸
脇
坂
義
堂
先
生
ゟ
御
頼
ニ
而
在
明
今
壱
月
半
江
戸
滞

留
為
致
呉
候
様
ト
ノ
事
御
頼
ニ
而
御
入
来
也
、
在
中
対
面
承
也
、
随
分
承
知
候
得
共
、

御
所
表
無
拠
義
申
談
候
所
、
藤
野
云
ニ
者
御
同
心
ニ
而
其
趣
八
月
中
滞
留
ナ
レ
ハ
壱
月

半
ニ
成
候
間
、
其
後
早
々
帰
京
可
被
成
様
申
遣
候
ト
ノ
事
也
、

　
　

 

在
中
も
紙
面
ニ
書
取
、
則
藤
野
書
ヲ
頼
一
包
御
下
シ
被
下
候
様
ニ
ト
、
八
朔
在
孝
ニ
為

持
遣
候
所
、
御
承
知
ニ
而
御
下
シ
被
下
候
筈
ニ
御
座
候
事
、

と
あ
る
。
こ
の
時
点
で
在
中
は
八
月
中
滞
在
す
る
と
一
箇
月
半
な
の
で
、
そ
の
後
す
ぐ
に
帰

る
よ
う
に
、
と
同
意
し
て
い
る
。
以
後
、
江
戸
の
脇
坂
義
堂
、
在
明
と
在
中
と
の
間
で
帰
京

時
期
を
め
ぐ
る
遣
り
取
り
が
あ
る
。
八
月
十
六
日
条
に
は
、

　
　

八
月
十
六
日

　
　

一
、
江
戸
在
明
へ
八
月
下
旬
ゟ
帰
京
可
仕
様
申
遣
事
、

と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
い
ま
だ
在
中
か
ら
の
書
状
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
在
明
と
脇
坂
義

堂
か
ら
の
八
月
六
日
に
出
し
た
書
状
が
届
く
。
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八
月
六
日
出
、
在
明
ゟ
書
状
到
来
、
九
月
帰
京
様
子
ニ
ヨ
リ
賀
州
へ
立
寄
度
由
申
来
、

　
　

 

八
月
六
日
、
脇
坂
ゟ
江
戸
義
堂
先
生
ゟ
書
状
到
来
、
九
月
同
道
ニ
て
帰
京
之
由
申
来

ル
、

こ
こ
で
突
然
、
江
戸
か
ら
の
帰
り
に
「
賀
州
」
に
立
寄
り
た
い
、
と
い
う
話
が
持
ち
上
が

る
。
こ
れ
も
脇
坂
義
堂
の
在
明
を
大
名
に
周
旋
し
よ
う
と
い
う
計
ら
い
の
一
環
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
が
、
在
中
の
い
る
京
都
で
は
、
そ
う
も
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
事
態
が
出
来
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
引
用
部
分
の
直
後
に
、

　
　

八
月
十
三
日

　
　

 

在
明
江
戸
滞
留
余
長
キ
故
、
山
口
将
監
殿
広
橋
家
ニ
て
承
候
所
、
八
月
中
帰
京
ナ
ラ
ハ

ヨ
シ
、
左
ナ
ケ
レ
ハ
改
テ
断
申
出
へ
シ
、
御
沙
汰
悪
シ
キ
由
ツ﹇
告
げ
﹈ケ

来
、
又
タ
レ
モ
ミ
ナ

〳
〵
余
帰
京
延
引
故
、
気
毒
ガ
ラ
レ
候
也
、
右
ニ
付
、
六
日
限
ニ
急
飛
脚
紙
面
出
候

也
、
八
月
中
発
足
、
九
月
早
々
京
着
ト
申
遣
候
、

と
あ
る
。「
山
口
将
監
」
つ
ま
り
左
史
生
で
右
近
将
監
の
山
口
知
昌
（33）
が
在
中
の
許
に
や
っ
て

来
て
、
広
橋
家
で
の
伝
聞
と
し
て
、
八
月
中
に
帰
京
な
ら
よ
い
が
そ
う
で
な
け
れ
ば
改
め
て

届
け
出
る
べ
し
、
と
い
い
、
評
判
が
悪
い
と
告
げ
る
。
慌
て
た
在
中
は
六
日
限
り
で
届
く
速

飛
脚
で
、
八
月
中
に
江
戸
を
発
ち
、
九
月
早
々
に
京
都
に
は
着
く
よ
う
に
と
書
状
を
送
る
。

以
後
、
在
明
・
脇
坂
義
堂
と
、
在
中
と
の
間
で
立
寄
る
か
否
か
、
帰
京
を
い
つ
に
す
る
か
を

め
ぐ
っ
て
、
激
し
い
遣
り
取
り
が
交
わ
さ
れ
、
そ
の
間
に
永
代
橋
崩
落
事
故
が
現
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

八
月
二
十
三
日
に
は
、
杉
浦
を
通
じ
て
送
っ
た
書
状
に
「
加
州
へ
参
候
事
、
大
ニ
悪
シ
」

と
記
し
、
元
来
、
江
戸
下
向
の
お
許
し
は
頂
戴
し
た
が
、「
加
州
」
に
下
向
と
の
お
許
し
は

頂
戴
し
て
い
な
い
、
と
い
い
、
八
月
二
十
五
日
、
人
を
介
し
て
在
明
が
「
加
州
へ
も
参
度
由

申
候
故
」、
つ
ま
り
、
行
き
た
い
と
言
っ
て
き
た
の
で
、「
大
ニ
シ
カ
リ
、
急
々
帰
京
可
仕

様
、
尤
加
州
立
寄
候
事
、
大
ニ
悪
」
と
書
き
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
御
所
」
に

対
し
申
し
訳
が
立
た
な
い
と
述
べ
る
。
在
明
・
義
堂
も
な
か
な
か
譲
ら
ず
、
た
び
た
び
「
加

州
」
行
き
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
た
び
に
叱
る
な
ど
し
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
の
原
家
の
状
況
を
考
え
て
み
る
と
、
前
稿
「
原
在
正
と
二
人
の
原
在
敬
を
め

ぐ
っ
て
」（34）
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
前
年
の
文
化
三
年
に
、
在
中
は
期
待
を
寄
せ
て
い
た
長
男

在
正
を
勘
当
し
た
直
後
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
、
恐
ら
く
少
な
く
な
い
出
費
を
し
て
、
せ
っ
か

く
地
下
官
人
の
養
子
と
し
た
在
明
に
ま
で
背
か
れ
、
不
行
跡
を
理
由
に
官
を
追
わ
れ
て
は
、

と
い
う
在
中
の
焦
り
も
理
解
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
何
も
在
中
が
大
袈
裟
で
心
配
症
と

ば
か
り
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
八
月
二
十
七
日
条
の
あ
と
に
、

　
　

 

谷
口
文
助
見
舞
、
帰
京
延
引
大
ニ
気
毒
ガ
リ
、
表
向
へ
ア
ラ
ハ
レ
マ
イ
モ
ノ
テ
ナ
シ
ト

テ
心
配
被
致
候
事
、

つ
ま
り
、
表
向
き
に
現
わ
れ
な
い
も
の
で
な
し
、
と
心
配
さ
れ
て
お
り
、
八
月
二
十
九
日
に

は
再
び
山
口
知
昌
が
や
っ
て
来
て
、

　
　

一
、
山
口
将
監
入
来
、
帰
京
延
引
取
沙
汰
在
之
、
気
毒
ガ
リ
、
色
々
咄
在
之
候
事
、

と
帰
京
が
伸
び
て
い
る
こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
気
の
毒
が
ら
れ
た
よ
う
に
、

武
家
伝
奏
な
ど
要
職
を
つ
と
め
た
公
卿
広
橋
家
に
ま
で
伝
わ
る
ほ
ど
に
、
状
況
は
切
迫
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

八
月
三
十
日
に
受
け
取
っ
た
同
二
十
三
日
付
の
在
明
書
状
に
よ
れ
ば
、
在
明
は
父
の
剣
幕

に
「
加
州
」
行
き
を
断
念
し
た
よ
う
で
、
九
月
二
日
頃
帰
京
の
つ
も
り
だ
が
、
延
引
す
る
か

も
し
れ
ず
何
日
か
は
定
ま
ら
な
い
、
と
不
貞
腐
れ
気
味
で
送
っ
て
寄
こ
し
た
。
こ
れ
に
一
同

心
配
す
る
が
、
在
中
が
二
十
三
日
に
送
っ
た
、
さ
き
の
「
大
ニ
シ
カ
」
っ
た
書
状
へ
の
返
書

で
、「
八
月
廿
八
日
発
足
、
九
月
九
日
・
十
日
ノ
内
帰
京
之
由
申
来
候
間
」、
つ
ま
り
二
十
八

日
に
江
戸
を
発
ち
、
九
月
九
日
、
十
日
の
う
ち
に
帰
京
す
る
、
と
知
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
を

知
っ
て
、「
家
内
大
ニ
悦
、
安
藤
・
脇
坂
喜
八
郎
・
杉
浦
・
足
立
・
山
口
其
々
へ
紙
面
ニ
而
申

遣
候
也
、
松
太
・
金
山
へ
モ
申
遣
候
事
」、
家
内
中
喜
ん
で
、
心
配
し
て
く
れ
た
人
々
へ
も

報
ら
せ
て
い
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
九
月
に
入
っ
て
、
二
十
八
日
に
出
発
の
は
ず
が
風
邪
で
延
び
た
と
の
書

状
が
来
て
、
さ
ら
に
九
月
一
日
出
発
の
つ
も
り
が
、
用
事
が
済
み
兼
ね
、
二
日
出
発
、

「
十
四
、五
、六
京
着
、
様
子
ニ
ヨ
リ
十
七
日
ニ
モ
相
成
可
申
由
申
来
」
な
ど
、
延
ば
し
延
ば
し

に
は
し
た
も
の
の
、
在
明
は
渋
々
、
帰
京
の
途
に
つ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ｃ
は
九
月
十
一
日

の
記
事
で
終
わ
る
た
め
、
こ
こ
か
ら
帰
京
の
日
時
は
知
れ
な
い
が
、『
大
外
記
師
贇
記
』
九

月
十
四
日
条
に
、
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一
、 

縫
殿
寮
史
生
原
若
狭
目
、
先
達
而
関
東
下
向
之
処
、
依
所
労
御
暇
増
日
願
等
有

之
、
其
後
保
養
調
、
帰
京
届
と
し
て
入
来
也
、

と
あ
り
、
こ
れ
以
前
と
判
明
す
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
、
原
家
内
外
の
文
献
史
料
に
よ
っ
て
、
在
明
が
文
化
四
年
四
月
か
ら

九
月
に
か
け
て
百
四
十
五
日
間
に
わ
た
っ
て
江
戸
に
下
向
し
、
そ
の
間
ほ
ぼ
四
箇
月
滞
在

し
、
日
光
に
も
足
を
運
ん
で
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ｅ
の
も
う
一
丁
、

三
十
四
丁
裏
に
は
、「
江
戸
ニ
而
知
人
之
名
前
」
の
表
題
が
あ
っ
て
、
江
戸
で
知
遇
を
得
た
人

を
書
出
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
在
明
が
江
戸
か
ら
帰
京
し
て
間
も
な
い
、
九
月
半
ば
以
降
の

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
て
み
る
と
、
現
状
と
は
逆
さ
に
折
っ
た
ｅ
の
三
十
五
丁
に
あ
る
、
六
月
の
記
事
か

ら
ｃ
の
冒
頭
の
六
月
二
十
四
日
と
の
間
、
ｃ
の
末
尾
の
九
月
十
一
日
の
記
事
か
ら
ｅ
の

三
十
四
丁
に
あ
る
江
戸
で
の
知
己
を
記
す
記
事
の
間
に
も
、
落
丁
は
そ
う
多
く
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ｆ
の
冒
頭
に
は
、
四
丁
に
わ
た
っ
て
住
所
と
人
名
が
列
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
京
都
在
住
の
公
卿
や
地
下
官
人
、
絵
師
（35）
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の

二
番
目
に
一
件
だ
け
江
戸
の
人
物
の
名
が
挙
が
る
。

　
　

か
ん
た
橋
外

　
　
　

水
野
壱
岐
守
様

　
　
　
　

江
戸
留﹇
留
守
﹈主

居

　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
部
源
蔵

安
房
国
北
条
藩
の
水
野
家
の
江
戸
留
守
居
役
で
あ
る
（36）
。
そ
し
て
、
人
名
列
記
に
続
く
、

四
十
丁
に
は
、「
在
明
東
武
ヨ
リ
上
京
土
産
物
扣
」
と
の
表
題
の
も
と
、
在
明
の
江
戸
土
産

と
そ
れ
を
渡
し
た
先
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ｅ
と
ｆ
の
間
の
落
丁
も
そ
う

多
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
在
明
が
江
戸
へ
下
る
の
に
東
海
道
を
通
っ
た
の
か
、
中
山
道
を
通
っ
た
の
か
は
不

明
だ
が
、
富
士
山
は
江
戸
か
ら
も
見
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
東
海
道
で
あ
れ
ば
間
近
に
見
え
た

は
ず
で
あ
る
。
宮
島
の
言
う
「
真
写
」
は
、
こ
の
時
と
は
別
に
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に

も
行
っ
て
描
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
在
明
が
そ
れ
以
前
に
確
実
に
江
戸
へ

行
っ
て
お
り
、
富
士
山
付
近
を
通
過
し
た
可
能
性
の
高
い
事
を
指
摘
し
て
お
く
。「
在
明
東

武
ヨ
リ
上
京
土
産
物
扣
」
に
は
、
六
丁
半
に
わ
た
っ
て
誰
に
、
何
を
土
産
に
し
た
か
が
書
き

連
ね
ら
れ
、「
浅
草
（
海
苔
か
）」、「
錦
画
」
や
筆
な
ど
が
多
く
現
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以

上
に
、
こ
こ
で
目
を
ひ
く
の
が
「
冨
士
之
画
」「
扇
面
、
不
二
画
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
も
、

「
扇
面
」
と
書
か
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
恐
ら
く
マ
ク
リ
状
の
も
の
を
合
わ
せ
る
と
、

一
枚
や
二
枚
で
な
く
、
相
当
数
に
の
ぼ
る
「
富
士
山
図
」
が
土
産
物
と
し
て
、
配
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
（
表
2
）。
こ
れ
も
在
明
が
富
士
山
付
近
を
通
過
し
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

原
家
で
は
、
在
正
が
《
富
士
山
真
景
図
巻
》
を
残
し
て
お
り
（37）
、『
東
海
道
名
所
図
会
』（
寛

政
八
年
（
一
七
九
六
）
刊
）
に
富
士
山
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
高
田
衛
に
よ
れ
ば
、
大
坂
の

パ
ト
ロ
ン
、
富
商
某
に
よ
っ
て
寛
政
八
年
秋
に
、
駿
州
に
送
り
出
さ
れ
、
駿
府
や
吉
原
に
滞

在
、
富
士
図
十
数
点
を
制
作
し
た
、
と
の
記
事
が
皆
川
淇
園
の
『
淇
園
文
集
』
に
あ
る
、
と

い
う
（38）
。
在
中
も
ど
こ
か
ら
の
眺
望
と
書
き
添
え
た
富
士
山
図
を
多
数
描
い
て
い
る
。
在
中

が
実
際
に
長
い
生
涯
の
間
に
富
士
山
付
近
ま
で
行
っ
て
い
る
か
は
不
明
で
、
二
人
の
息
子
の

手
に
な
る
富
士
山
図
を
も
と
に
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
在
明
の
江
戸
滞
在
に
関
し
て
は
、
ほ
か
に
も
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
大

名
と
の
関
係
、
特
に
、
松
平
定
信
や
加
賀
藩
と
の
関
係
、
そ
し
て
、
心
学
者
と
の
関
係
も
興

味
深
い
。

　

ま
ず
、
大
名
と
の
関
係
だ
が
、
在
明
は
、
江
戸
で
「
白
河
公
」
に
目
通
り
し
た
よ
う
で
あ

る
。『
大
宝
得
』
に
、

　
　

 

七
月
四
日
、
江
戸
在
明
ゟ
廿
六
日
出
書
状
到
来
、
白
川
公
へ
御
目
通
可
申
候
、
同
日
返

書
也
、

　
　

脇
坂
先
生
へ
礼
状
差
出
候
事
、

つ
ま
り
、
六
月
二
十
六
日
に
在
明
が
出
し
た
書
状
に
「
白
川
公
」
に
御
目
通
り
の
予
定
だ
と

あ
る
。「
白
川
公
」
と
は
、
白
河
藩
主
松
平
定
信
（
一
七
五
八
―
一
八
二
九
）
の
こ
と
だ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
定
信
は
、
寛
政
の
改
革
を
老
中
在
任
中
（
一
七
八
七
―
九
三
）
に
行
っ
た
事

で
有
名
だ
が
、
そ
の
厳
格
な
質
素
倹
約
の
一
般
の
印
象
と
は
裏
腹
に
、
文
学
初
め
、
文
化
全

般
に
わ
た
っ
て
深
い
素
養
と
理
解
の
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
（39）
。
彼
は
疑
い
よ
う

も
な
く
こ
の
時
代
の
文
化
を
代
表
す
る
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
寛
政
度
御
所
の
造
営
、『
集

古
十
種
』、『
古
画
類
聚
』
な
ど
の
編
纂
、
実
父
田
安
宗
武
か
ら
引
き
継
い
だ
『
春
日
権
現
験
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送り先 富士山図 員数 ほかの品物

関白様
（鷹司政熈） 公卿 不二之画 1

安井様
（蓮華光院） 門跡 不二之画 1

花山院様
（愛徳） 公卿

不二之画 1

同扇面 5

勧脩寺様
（経則） 公卿 不二之画 1

冨小路様
（貞随） 公卿 不二之画 1

平松様（時章） 公卿 不二之画 1

風早様（実秋） 公卿 不二之画 1

禅閣様 ？ 不二之画 1

龍花院 妙心寺塔頭 不二之画 1

花厳院 ？ 不二之画 1

明堂和尚 僧侶 同扇面 2

真珠庵宸首生 僧侶 雁紙 200

蔀　首生 僧侶 浅草 10、たは粉入 2、櫛楊
枝、楊枝

皓首生 僧侶 たは粉入 1、楊枝、■筆

冨嶌左近将監
（元章） 地下官人 不二之画 1

松尾治部少輔
（相尹） 地下官人 不二之画 1

安藤縫殿大允
（定弘） 地下官人 雁紙 100、枝折 5、櫛楊枝

1、たは粉入 1

松波越前介
（光寧） 地下官人 懐中物 1、詩浅（箋）5、■

筆

山口将監
（知昌） 地下官人

浅草 10、たは粉入 1、お六
すきくし 1、錦画 3、ホメつ
け

安部加賀守 ？ 不二之画 1

野間因幡 ？ 不二之画 1

棚橋式部 ？ 同扇面 2

金子仙左衛門 松山藩士？ 冨士之画 1

杉浦三助 扇面不二画 1 日出紙画同（扇面か）1

鎌田元珠 不二之画 1

松や賀兵衛 不二之画 ？ 浅草 10、錦画 5、筆立 1

鍵や善兵衛 不二之画 1 たは粉入 1、くし楊枝

坪坂右内 不二画 2 扇面

大石悠治 扇面不二画 2

藤井八郎 冨士之画 1

池田や仙蔵 扇面不二画 1

上田喜次郎 不二之画 1

吉田三九郎 不二之画 1

表具師宇兵衛 不二之画 10

金山重左衛門 不二之画 1

富士谷年右衛門 不二之画 1

正風亭 不二之画 1

送り先 富士山図 員数 ほかの品物

釣其堂 同扇面 2

表具師周蔵 同扇面 1

牧方や作兵衛 同扇面 1

篠や徳兵衛 不二之画 1 浅草 10

高倉在孝 原家門人 浅草 5、■筆、府中硯ふた 1

谷口文輔 原家門人？ 紫ふくさ、雁紙 200、唐具
3 丁

坂本や弥右衛門 在明従兄 たは粉入 1、箱 1、御影、箸

銭や利兵衛、
喜次郎

手巾 1、筆立 1、錦画 3、け
いさん 2、はみかき 2

木下数馬 手巾 1、けいさん 2、櫛よう
し 1、錦画 2

芦川友啓 雁紙 100、錦画 3、たは粉
入 1

湯川右近 箱入たは粉 1、錦画 3、かん
さし、色楊枝

松や太兵衛 浅草 10、錦画 5、御影、櫛
楊枝、かんさし

吉野や久兵衛 たは粉入 2、錦画 5

小物庄兵衛 浅草 10、百九身書 1 枚、た
は粉入 1

永原治郎助
和紙 1 包、蝋皮 1、かんさ
し、櫛楊枝、御用筆、たは
粉入 1

足立権三郎 浅草 10、錦画 2

梅鉢や金兵衛 たは入 2

寿沢仙立 たは粉入 1、■筆 1、櫛楊枝

松や七兵衛 御影、五色箸、浅草 10

近藤元安 仙台かんさらし 1 袋、そて
つの実 1

大丸清助 鴈紙 100、くし楊枝 1

枩や於兵衛
紫ふくさ、浅草 10、たは粉
入 2、お六櫛、櫛楊枝、かん
さし

出入　又兵衛 銭 200 文、風呂敷 1、たは
入 1

鱗形や伊兵衛
百九身書 1、錦画 3、けちミ
やく 1、御影、お六櫛 1、薬
1

茨木や七兵衛 錦画 2、御影、たは粉入 1、
五色箸 1

鱗形や万助 たは粉入 1

足立権兵衛 浅草10、ホんこふ1、箱1、
錦画 3、御影、府中硯蓋 1

清水藤太郎 さら紙 10、雁紙 50

山本彦太郎 たは粉入 2

西川浪江 孝子本 1、楊枝、かんさし

十助 たは粉入 1、きセる 2、櫛楊
枝 1、はミかき 2

清三郎 たは粉入 1

合計
富士図 36 浅草（海苔）105、煙草入れ

24、雁紙 750、錦絵 39、御
影 6、ほか同扇面 19

表 2　「在明東武ヨリ上京土産物扣」一覧
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記
絵
巻
』
の
摸
写
（
現
、
春
日
本
）、『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
の
摸
写
と
補
作
な
ど
の
事
業
は
、

こ
の
時
代
と
、
こ
れ
以
降
の
絵
画
の
向
う
方
向
性
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
言
え
る
。
後

年
、
在
明
は
正
倉
院
宝
物
の
記
録
図
制
作
を
行
い
（40）
、
先
述
の
通
り
、
故
実
に
精
通
し
て
い

た
こ
と
を
賞
さ
れ
て
、
内
舎
人
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
在
明
が
、
定
信
の
知
遇
を
得

て
い
た
可
能
性
の
あ
る
点
は
見
逃
し
が
た
い
。
当
時
、
原
家
の
目
が
宮
廷
、
公
卿
社
会
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
先
に
あ
る
武
家
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
原
家
が
長
く
命
脈
を
保

ち
得
た
理
由
の
一
端
が
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
と
は
言
え
、
以
後
、
ほ
か
に

定
信
と
原
家
を
関
連
付
け
る
記
事
は
今
の
と
こ
ろ
、
見
出
さ
れ
な
い
。

　

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
脇
坂
義
堂
は
在
明
を
大
名
に
披
露
す
る
と
在
中
に
伝
え
、
在
中
も

そ
れ
を
歓
迎
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、『
大
宝
得
』
で
江
戸
の
在
明
に
在
中
か
ら
粉
本
を
送
っ

て
い
る
の
は
、
大
名
に
持
参
す
る
絵
の
制
作
の
た
め
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

れ
も
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
在
明
は
江
戸
か
ら
の
帰
京
の
途
次
、
加
賀
へ
も
立
寄
り
た
い
と

書
き
送
っ
て
い
た
。
本
文
で
は
「
加
州
」、「
賀
州
」
な
ど
書
い
て
お
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
伊

賀
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
加
賀
と
考
え
た
い
。
と
言
う
の
も
、
結
局
、
こ
の
と
き
に

は
立
寄
ら
な
か
っ
た
が
、
在
明
、
お
よ
び
原
家
と
加
賀
に
は
い
く
つ
か
の
接
点
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
『
大
宝
得
』
と
同
じ
く
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
が
所
蔵
す
る
「
原
家
文
書
」
の
う
ち

『
御
推
任
雑
記
』（41）
に
は
、
在
明
の
叙
位
任
官
に
際
し
て
、「
前
々
ゟ
御
舘
入
仕
、
御
絵
御
用
被

仰
付
」、
つ
ま
り
前
前
か
ら
御
屋
敷
に
出
入
り
し
て
、
御
用
を
仰
せ
付
か
っ
て
い
る
か
ら
、

と
い
う
理
由
で
、「
加
賀
屋
敷
」、
つ
ま
り
加
賀
藩
の
京
都
屋
敷
へ
報
告
に
口
上
書
を
届
け
て

い
る
。
ま
た
、
在
中
は
在
明
の
江
戸
滞
在
に
先
立
つ
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）《
布
勢
湖
八
勝

図
》
一
巻
を
描
い
て
い
る
。
本
作
は
射
水
郡
伏
木
（
現
、
高
岡
市
）
の
勝
興
寺
第
十
八
世
法
薫

（
闡
郁
、
一
七
五
九
―
一
八
三
一
）
の
求
め
に
よ
る
（42）
も
の
だ
が
、
同
寺
は
加
賀
前
田
家
の
領
内
に

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
前
田
家
始
め
、
京
都
の
本
願
寺
門
主
、
高
位
の
公
卿
家
と
姻
戚
関
係
に

あ
る
。《
布
勢
湖
八
勝
図
》
を
作
ら
せ
た
法
薫
は
本
願
寺
の
生
ま
れ
、
そ
の
先
代
、
法
鴨
（
闡

真
、
一
七
四
五
―
一
八
一
〇
）
は
藩
主
前
田
吉
徳
の
八
男
で
、
の
ち
還
俗
し
て
第
十
一
代
藩
主

と
な
っ
て
い
る
。

　

画
題
と
な
っ
た
「
布
勢
湖
」
は
隣
の
氷
見
市
に
、
か
つ
て
実
在
し
た
湖
で
あ
り
、
近
世
を

通
じ
盛
ん
に
干
拓
さ
れ
て
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
が
、『
万
葉
集
』
で
大
伴
家
持
に

歌
わ
れ
た
名
勝
で
あ
っ
た
。
同
図
巻
に
は
、
花
山
院
愛
徳
、
芝
山
持
豊
ら
公
卿
が
序
跋
を
与

え
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
も
京
都
に
い
な
が
ら
、
遠
く
家
持
の
詠
ん
だ
布
勢
周
辺

の
八
勝
に
思
い
を
い
た
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
在
中
自
身
が
現
地
へ
赴
い
た
も
の
か
は
、
今

の
と
こ
ろ
確
認
が
と
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
さ
き
に
『
大
宝
得
』
の
冒
頭
ａ
の
記
事
が
、
享

和
三
年
七
月
半
ば
の
「
鞍
馬
寺
縁
起
」
の
摸
写
で
終
わ
っ
て
、
翌
四
年
正
月
ま
で
約
半
年
が

空
白
で
あ
り
、
京
都
か
ら
越
中
を
往
復
し
て
仕
事
を
す
る
に
充
分
な
時
間
の
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
加
賀
前
田
家
と
縁
の
深
い
勝
興
寺
の
た
め
に
仕

事
を
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
心
学
者
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
原
家
の
後
援
者
で
あ
っ
た
杉
浦
三
郎
兵
衛
は
在

明
の
江
戸
滞
在
の
際
も
書
状
を
在
中
か
ら
託
さ
れ
て
飛
脚
で
送
る
な
ど
し
て
い
る
が
、
当
時

の
当
主
杉
浦
利
喬
（
宗
仲
）
は
、
石
田
梅
巌
（
一
六
八
五
―
一
七
四
四
）
に
学
ん
で
、
石
門
心
学

の
後
援
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
心
学
者
脇
阪
義
堂
（
？
―

一
八
一
八
）
が
江
戸
の
在
明
と
と
も
に
た
び
た
び
登
場
す
る
。
彼
は
、
通
称
、
青
貝
屋
庄
兵

衛
と
い
い
、
門
下
の
手
島
堵
庵
（
一
七
一
八
―
八
六
）
の
弟
子
で
、
江
戸
へ
下
っ
て
人
足
寄
場

で
の
教
化
な
ど
社
会
事
業
に
力
を
尽
く
し
た
と
さ
れ
る
（43）
。
ま
た
、
森
銑
三
に
よ
れ
ば
、
猪

飼
敬
所
（
一
七
六
一
―
一
八
四
五
）
の
肖
像
を
在
中
が
描
い
て
い
る
と
言
う
（44）
。
敬
所
も
堵
庵
に

学
ん
だ
後
、
儒
学
を
修
め
て
儒
学
者
と
な
っ
た
。
在
中
が
信
奉
し
て
い
た
石
門
心
学
の
人
脈

が
江
戸
で
の
在
明
を
助
け
た
点
は
銘
記
さ
れ
て
よ
い
。

ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
原
家
文
書
の
う
ち
『
大
宝
得
』
の
紹
介
を
兼
ね
、『
大
宝
得
』
の
記
載
期
間
で

あ
る
享
和
・
文
化
年
間
の
原
家
の
動
向
を
検
討
し
、
原
在
明
の
江
戸
滞
在
に
つ
い
て
も
見
て

き
た
が
、
紙
数
も
尽
き
て
き
た
の
で
、
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、『
大
宝
得
』
だ
が
、
筆
者
は
原
在
中
と
考
え
ら
れ
、
享
和
二
年
か
ら
文
化
七
年
の

間
の
原
家
の
出
来
事
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
現
状
で
は
落
丁
も
あ
り
、
錯
簡
も
あ
る

が
、
記
事
の
内
容
な
ど
か
ら
或
る
程
度
の
復
元
案
は
推
定
で
き
る
。

　

記
事
の
内
容
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
時
期
、
原
家
が
盛
ん
に
《
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
》

な
ど
の
模
写
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
う
し
て
得
た
有
職
故
実
の
知
識
を
も
と
に
公
卿
か
ら

の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
原
家
と
付
き
合
い
の
あ
っ
た

多
く
の
人
名
が
登
場
す
る
が
、
子
孫
を
地
下
官
人
の
養
子
と
し
て
、
自
ら
を
朝
廷
社
会
の
末

端
に
連
ね
て
ゆ
く
原
家
の
戦
略
上
、
公
卿
・
地
下
官
人
と
の
付
き
合
い
も
頻
出
す
る
が
、
そ

れ
以
外
に
、
数
は
そ
う
多
く
は
な
い
も
の
の
、
在
中
が
信
奉
し
て
い
た
心
学
者
た
ち
と
の
交

遊
や
、
大
名
家
と
の
つ
な
が
り
も
見
え
て
く
る
。
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さ
ら
に
、『
大
宝
得
』
中
の
記
事
に
よ
り
、
文
化
四
年
、
原
在
明
が
江
戸
に
下
向
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
は
押
小
路
大
外
記
家
の
日
記
な
ど
原
家
以
外
の
史
料
で
も

確
認
出
来
る
。
後
年
の
原
家
の
在
り
方
を
考
え
る
と
、
こ
の
享
和
・
文
化
年
間
は
非
常
に
重

要
な
局
面
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
ま
だ
ま
だ
興
味
深
い
記
事
を
含
む
が
、
紙
数
の
都
合
に

よ
り
、
別
稿
に
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
か
な
わ
な
い
が
、
い
ず
れ
全
文

の
翻
刻
を
公
刊
で
き
れ
ば
と
思
う
。

註（1）　

 『
日
本
屏
風
絵
集
成　

八　

花
鳥
画
』（
講
談
社
、
一
九
七
八
年
）
七
〇
・
七
一
・
一
〇
六
頁
。

（2）　

 

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
「
原
家
文
書
」
二
五
。

（3）　

 『
広
島
女
学
院
大
学
論
集
』
第
六
一
集
（
電
子
版
第
一
号
）、
二
〇
一
一
年
十
二
月
、

一
九
六
頁
〜
一
七
六
頁
。

（4）　

 

武
田
庸
二
郎
「
寛
政
度
禁
裏
御
所
造
営
に
お
け
る
絵
師
の
選
定
に
つ
い
て
」
武
田
庸
二

郎
・
江
口
恒
明
・
鎌
田
純
子
編
『
近
世
御
用
絵
師
の
史
的
研
究
―
幕
藩
制
社
会
に
お
け
る

絵
師
の
身
分
と
序
列
―
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
七
八
〜
一
二
九
頁
。

（5）　

 

没
年
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
の
改
暦
以
降
な
の
で
、
便
宜
上
、
西
暦
（
元
号
）
の
順

で
表
記
し
た
。

（6）　

 

正
宗
敦
夫
編
輯
校
訂
『
地
下
家
伝
』（
自
治
日
報
社
、
一
九
六
八
年
）
一
三
九
八
頁
。

（7）　

 『
京
都
画
派
の
名
家
原
在
中
と
そ
の
流
派
』（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
一
九
七
六
年
）
所

載
の
在
親
の
解
説
に
も
「
在
中
3
男
（
一
説
に
は
在
善
を
3
男
、
在
親
を
4
男
と
す
る
も

の
も
あ
る
）」
と
あ
っ
て
、
留
保
付
き
な
が
ら
在
親
三
男
、
在
善
四
男
説
を
採
る
。

（8）　

 『
京
の
絵
師
は
百
花
繚
乱
』（
京
都
府
京
都
文
化
博
物
館
、
一
九
九
八
年
）。
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
「
平
安
人
物
志
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w

.nichibun.ac.jp/

graphicversion/dbase/heian_jinbutsu.htm
l

）。

（9）　

 

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
「
原
家
文
書
」
八
六
。

（10）　

 

碓
井
小
三
郎
「
京
都
坊
目
誌
」『
新
修　

京
都
叢
書
』
第
十
九
巻
上
京
区
之
部
坤
、

一
九
六
八
年
、
臨
川
書
店
、
二
六
六
・
七
頁
（
も
と
は
『
京
都
叢
書
』
一
九
一
六
年
、
京
都

叢
書
刊
行
会
、
底
本
は
『
増
補
京
都
叢
書
』
一
九
三
五
年
）。

（11）　

 

管
見
の
限
り
、
単
独
作
は
京
都
国
立
博
物
館
蔵
《
富
士
西
行
図
》
一
幅
、
お
よ
び
、
古
書

店
で
調
査
し
た
こ
と
の
あ
る
《
加
茂
競
馬
図
巻
》
一
巻
の
み
で
、
父
在
中
、
兄
在
明
、
弟

在
親
と
の
合
作
に
、
一
九
九
八
年
「
冷
泉
家
の
至
宝
」
展
に
出
品
さ
れ
た
《
福
禄
寿
図
》

が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
合
作
で
も
、
落
款
は
在
親
の
後
に
在
善
で
あ
り
、
父
や
兄
・
弟
が

「
福
」「
禄
」「
寿
」
の
字
と
絵
を
担
当
し
た
の
に
対
し
、
在
善
は
背
景
の
松
竹
と
石
の
絵
の

み
を
担
当
し
た
。
事
績
と
し
て
は
ほ
か
に
、「
原
家
文
書
」
に
よ
り
父
か
ら
粉
本
の
貸
与
を

受
け
て
い
た
こ
と
、
父
・
兄
・
弟
、
在
明
の
養
嗣
子
在
照
と
の
合
作
を
行
っ
た
こ
と
（
一

件
）、
そ
し
て
没
す
る
わ
ず
か
十
五
日
前
に
、
原
在
照
に
作
品
の
注
文
を
取
り
次
い
で
い
る

こ
と
が
知
れ
る
程
度
で
あ
る
。

（12）　

 

た
と
え
ば
、
前
掲
註
7
『
京
都
画
派
の
名
家
原
在
中
と
そ
の
流
派
』
の
解
説
の
在
明
の

項
、
宮
島
新
一
「
画
流
の
形
成
と
継
承
―
円
山
・
四
条
派
と
原
・
岸
派
―
」（『
日
本
屏
風

絵
集
成　

八　

花
鳥
画
』
一
九
七
八
年
、
講
談
社
）、『
京
都
市
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
』

（
一
九
九
七
年
、
角
川
書
店
）、
前
掲
註
8
『
京
の
絵
師
は
百
花
繚
乱　
『
平
安
人
物
志
』
に

み
る
江
戸
時
代
の
京
都
画
壇
』
所
載
「
画
家
解
説
」
の
冷
泉
為
人
に
よ
る
在
明
の
項
な
ど
。

（13）　

 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
大
外
記
師
資
記
』
三
十
（
古008

―0270

）。

（14）　

 

前
掲
註
13
『
大
外
記
師
資
記
』
三
十
一
。

（15）　

 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
大
外
記
師
武
記
』
三
十
四
（
古009

―0271

）。

（16）　

 

前
掲
註
15
『
大
外
記
師
武
記
』
三
十
九
。

（17）　

 

西
村
慎
太
郎
『
近
世
朝
廷
と
地
下
官
人
』
二
〇
〇
八
年
、
吉
川
弘
文
館
、
二
八
頁
。

（18）　

 

前
掲
註
9
「
原
家
文
書
」
八
六
。

（19）　

 

福
田
道
宏
「
近
世
春
日
絵
所
考
―
天
保
五
年
、
原
在
照
へ
の
「
絵
所
」
職
株
譲
渡
を
め

ぐ
っ
て
―
」『
美
術
史
研
究
』
三
九
号
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
〜
六
四
頁
、
及
び
「
原
在

明
・
在
照
と
春
日
絵
所
―
奈
良
と
絵
画
を
め
ぐ
る
学
芸
員
の
研
究
ノ
ー
ト
④
」『
月
刊
奈

良
』
四
七
五
号
、
二
〇
〇
七
年
、
五
一
〜
五
五
頁
。

（20）　

 

福
田
道
宏
「
原
在
明
の
大
和
介
兼
任
―
奈
良
と
絵
画
を
め
ぐ
る
学
芸
員
の
研
究
ノ
ー
ト

③
」『
月
刊
奈
良
』
四
七
四
号
、
二
〇
〇
七
年
、
六
七
〜
七
一
頁
、
お
よ
び
「
原
在
明
と
奈

良
―
奈
良
と
絵
画
を
め
ぐ
る
、
学
芸
員
の
研
究
ノ
ー
ト
②
―
」『
月
刊
奈
良
』
四
七
三
号
、

二
〇
〇
七
年
、
六
九
〜
七
三
頁
。

（21）　
 

前
掲
註
3
「
原
在
正
と
二
人
の
原
在
敬
を
め
ぐ
っ
て
」。

（22）　

 
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
「
原
家
文
書
」
一
九
。

（23）　

 『
京
都
大
事
典
』（
一
九
八
四
年
、
淡
交
社
）、
前
掲
註
12
『
京
都
市
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞

典
』
な
ど
に
よ
る
。

（24）　

 

前
掲
註
7
『
京
都
画
派
の
名
家
原
在
中
と
そ
の
流
派
』。

（25）　

 『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
―
人
文
科
学
―
』
第
二
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
。
一
〜
五
三
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頁
。

（26）　

 『
絵
巻
＝
融
通
念
仏
縁
起
（
日
本
の
美
術
302
）』（
至
文
堂
、
一
九
九
一
年
）。

（27）　

 

前
掲
註
26
『
絵
巻
＝
融
通
念
仏
縁
起
（
日
本
の
美
術
302
）』。

（28）　

 

享
和
四
年
（
一
八
〇
四
）
は
改
元
し
て
、
文
化
元
年
と
な
る
。

（29）　
 

野
島
寿
三
郎
『
公
卿
人
名
大
事
典
』（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

（30）　
 『

国
史
大
辞
典
』
二
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
。

（31）　

 『
増
訂
武
江
年
表
二
』
東
洋
文
庫
一
一
八
（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
）。

（32）　

 

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
大
外
記
師
贇
記
』
二
（
古010

―0273

）。

（33）　

 

前
掲
註
6
『
地
下
家
伝
』
二
二
九
頁
。

（34）　

 

前
掲
註
3
「
原
在
正
と
二
人
の
原
在
敬
を
め
ぐ
っ
て
」。

（35）　

 

絵
師
の
名
と
し
て
は
、「
東
羊
」（
東
東
洋
か
）、
吉
城
玄
龍
、
長
沢
芦
州
な
ど
の
名
が
あ
り
、

「
塔
之
段
た
い
殿
町
西
側
」
の
「
狩
野
」
は
、
拙
稿
「
狩
野
正
栄
事
績
考
」（
本
誌
十
三
号

所
載
）
で
紹
介
し
た
狩
野
正
栄
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
狩
野
正
栄
家
も
当
主
匡

信
の
出
奔
と
離
縁
、
先
代
至
信
の
弟
子
伊
織
の
相
続
な
ど
混
乱
し
て
い
た
時
期
に
あ
た

り
、「
正
栄
」
と
記
さ
な
い
の
は
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

（36）　

 『
三
百
藩
主
人
名
事
典
』。

（37）　

 

飯
田
真
「
原
在
正
筆
「
富
士
山
図
巻
」
を
め
ぐ
っ
て
―
江
戸
後
期
京
都
画
壇
に
お
け
る
実

景
図
制
作
の
一
様
相
―
」『
静
岡
県
立
美
術
館
紀
要
』
第
十
三
号
、
一
九
九
八
年
。

（38）　

 「
板
本
文
化
の
意
味
」『
國
文
學
』
第
四
十
二
巻
十
一
号
、
一
九
九
七
年
。

（39）　

 

福
島
県
立
美
術
館
で
の
特
別
展
と
そ
の
図
録
『
定
信
と
文
晁
』（
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（40）　

 

福
田
道
宏
「
天
保
度
正
倉
院
開
封
と
原
在
明
―
奈
良
と
絵
画
を
め
ぐ
る
、
学
芸
員
の
研
究

ノ
ー
ト
⑰
―
」・「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
原
在
明
《
正
倉
院
宝
物
写
》
の
構
成
―
奈
良
と
絵

画
を
め
ぐ
る
、
学
芸
員
の
研
究
ノ
ー
ト
⑱
―
」・「《
正
倉
院
宝
物
写
》
に
描
か
れ
た
宝
物
―

奈
良
と
絵
画
を
め
ぐ
る
、
学
芸
員
の
研
究
ノ
ー
ト
⑲
―
」・「《
正
倉
院
宝
物
写
》
の
描
写
態

度
―
奈
良
と
絵
画
を
め
ぐ
る
、
学
芸
員
の
研
究
ノ
ー
ト
⑳
―
」『
月
刊
奈
良
』
四
八
九
〜

四
九
二
号
、
二
〇
〇
八
〜
二
〇
〇
九
年
、
各
五
四
〜
五
八
頁
、
七
八
〜
八
二
頁
、
五
三
〜

五
七
頁
、
六
九
〜
七
四
頁
。

（41）　

 

前
掲
註
9
「
原
家
文
書
」
八
六
。

（42）　

 

原
本
の
図
巻
は
未
確
認
だ
が
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
版
行
さ
れ
た
同
名
の
版
本

（
高
岡
市
立
図
書
館
蔵
）
の
序
文
に
よ
る
。

（43）　

 

前
掲
註
12
『
京
都
市
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
』、
杉
浦
丘
園
『
雲
泉
荘
山
誌
巻
之
三　

石
門

心
学
関
係
図
書
及
資
料
』（
一
九
三
二
年
）
な
ど
。

（44）　

 『
森
銑
三
著
作
集　

第
二
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
）。
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　　　The HARA clan was a painters’ family and their 
pupils who lived, and worked in Kyoto from the latter half 
of 18th Century to Meiji period. The progenitor of the clan 
was HARA Zaichu (1750-1837), and HARA Zaimei was 
Zaichu's second son who became successor of his father. 
Before Zaimei was born, there was elder brother Zaisho（在
正）, the first son of Zaichu, and so Zaimei was adopted into 
the ISE（伊勢）family. The ISE family was Jige-kanjin（地
下官人）, or the Imperial Courtier, and later Zaimei changed 
family name from ISE to HARA after his adoption. The 
HARA clan aimed to make connections with the Imperial 
Court and whole Courtiers. Zaimei’s youngest brother 
Zaishin（在親）was also adopted into UMEDO（梅戸）
family.
　　　Dai-hou-toku is one of records from HARA-ke 
Monjo, the collection of HARA clan's record currently 
housed in Kyoto Prefectural Library and Archive. Dai-hou-
toku was written by HARA Zaichu from the second year of 
Kyowa（享和）period (1802), to the seventh year of Bunka
（文化）period (1810). But there are many missing pages.
　　　This essay reveals some important facts about the 
HARA clan by Dai-hou-toku（大宝得）. The first fact is that 
HARA Zaimei went to Edo and Nikko（日光）in the fourth 
year of Bunka period (1807). Because of missing pages, we 
could not know the date of departure and repatriation of this 
Voyage from Dai-hou-toku. Zaichu wrote that Zaimei 
informed him of witnessing a collapse of Ei-tai-bashi（永代
橋）at August 19th, and there has been no collapse of this 
bridge except in 1807 during Edo era. And Zaimei was Jige-
kanjin, he had an obligation to ask for furlough to the 
Imperial Court. Zaimei's position in the Court was Nui-no-
ryo shisho（縫殿寮史生）, and Nui-no-ryo was governed by 
Dai-geki（ 大 外 記 ）which had been positioned by 
OSHIKOJI（ 押 小 路 ）family hereditary. OSHIKOJI 
Moroyoshi（ 押 小 路 師 贇 ）’s diary named Dai-geki 
Moroyoshi-ki currently housed in National Archives of 
Japan recorded that Zaimei asked for 50 days' furlough from 
April 17th in the fourth year of Bunka period. Zaimei was 
enthralled by the city of Edo, tried to extend his stay, 
although he was told to be back to Kyoto immediately by 

his father. It is supposed that he returned to Kyoto in the 
middle of September Daigeki Moroyoshi-ki recorded that 
Zaimei came and made a notice of his repatriatian at 14th 
September.
　　　The second is that there is good possibility of 
Zaimei observed Mt. Fuji during his Voyage. After the 
travel, he presented a lot of painting, or drawing of Mt. Fuji 
to acquaintances as a souvenir. A pair of six-folded screens
《Miho Matsubara zu（三保松原図）》 housed in Ichi-yo-in 
temple（一様院）, Kyoto, is Zaimei's work in his declining 
years, and Zaimei painted Mt.Fuji in the left of it. 
MIYAJIMA Shinichi's commentary on this work said that 
Zaimei made sketch of Mt. Fuji in the Seventh year of 
Bunka period (1810). But if there is Zaimei’s sketch of Mt. 
Fuji signed in 1810, he could observe Mt. Fuji three years 
earlier.
　　　The third is that the HARA clan took notice of 
establishing connection with not only the Imperial Court, 
but also Daimyo, feudal lords. According to Dai-hou-toku, 
Zaimei were given audience to MATSUDAIRA Sadanobu
（松平定信）during his stay in Edo. And also Zaimei sent a 
letter to his father saying that he planned to break his 
journey at Kaga（加賀）, where was governed by the feudal 
lord MAEDA, in the way back to Kyoto. Though Zaimei 
abandoned this plan in this time, Zaimei frequented to 
MAEDA’s Kyoto estate afterward. 
　　　The fourth fact is that HARA clan endeavored to 
gain their knowledge about classic paintings such as 
E-maki. According to Dai-hou-toku, Zaichu and his pupils 
traced Yu-zu-nenbutsu Engi E-maki（融通念仏縁起絵巻）, 
Kurama-dera Engi（鞍馬寺縁起）. for someone’s order. 
Later Zaimei was recognized as an expert in Yusoku-kojitsu
（有職故実）, ancient practices.
　　　These HARA clan’s works in Kyowa and Bunka 
period make us feel foreboding of their positions and 
situations years later, and attract our interest as comparing 
with other Kyoto painters surrounding the Imperial Court in 
19th Century.

HARA Zaimei’s Voyage to Edo in 1804, and The Works of HARA 
Clan during Kyowa and Early Bunka Peirod

FUKUDA Michihiro
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